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本
稿
の
掲
載
誌
は
中
國
古
代
の
専
門
家
の
み
を
對
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
ま
ず
上
海
博
楚
簡
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
説
明
し

て
お
く
（
１
）。

こ
れ
は
、
一
九
九
四
年
春
か
ら
冬
に
か
け
て
香
港
の
骨
董
市
場
に
現
れ
、
上
海
博
物
館
の
馬
承
源
ら
が
購
入
し
た
、
戰
國
時
代

の
楚
文
字
（
現
在
の
湖
北
・
湖
南
省
を
中
心
と
す
る
地
域
で
使
用
さ
れ
た
漢
字
）
で
書
か
れ
た
竹
簡
群
で
あ
る
。
購
入
し
た
機
關
名
を
冠

し
て
「
上
海
博
楚
簡
」・「
上
博
（
楚
）
簡
」
と
稱
す
る
。
上
海
博
楚
簡
の
竹
と
文
字
の
墨
に
つ
い
て
は
、
炭
素
一
四
年
代
で
二
二
五
七

六
五
年
前
、
す
な
わ
ち
前
三
〇
七

六
五
年
と
い
う
數
字
が
出
て
い
る
。
前
三
〇
七
年
は
戰
國
中
期
の
終
わ
り
頃
で
あ
り
、
誤
差
を

考
え
れ
ば
戰
國
中
期
か
ら
後
期
と
な
る
。
上
海
博
楚
簡
に
年
代
が
近
い
と
さ
れ
る
郭
店
楚
簡
に
つ
い
て
は
、
郭
店
楚
墓
の
土
器
編
年
や
竹

簡
に
書
か
れ
た
文
字
の
特
徴
か
ら
、
戰
國
中
期
の
終
わ
り
頃
と
推
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
郭
店
楚
簡
は
正
式
に
發
掘
さ
れ
た
た
め
、

贋
作
と
す
る
研
究
者
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
上
海
博
楚
簡
は
骨
董
市
場
で
發
見
さ
れ
た
と
い
う
經
緯
に
よ
り
、
當
初
か
ら
常
に
僞
作

の
疑
い
が
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
。
現
段
階
で
は
本
物
と
す
る
見
解
が
次
第
に
有
力
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
眞
僞
に
つ
い
て
愼
重
な

態
度
を
と
る
研
究
者
が
い
ま
だ
に
少
な
く
な
い
。
今
日
、
こ
う
い
っ
た
骨
董
市
場
か
ら
買
い
戻
さ
れ
た
出
土
文
獻
は
ま
す
ま
す
増
大
し
つ
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つ
あ
り
、
中
國
古
代
研
究
者
は
そ
れ
ら
史
料
に
對
し
て
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
を
と
る
か
決
斷
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
も
そ
の

問
題
に
關
す
る
態
度
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
る
（
２
）。

　

本
稿
で
扱
う
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
馬
承
源
主
編
の
圖
版
本
第
七
册
に
收
め
ら
れ
て
い
る
一
篇
で
あ
る
（
３
）。

標
題
の
『
鄭
子
家
喪
』
は
本
篇

冒
頭
の
四
文
字
に
よ
っ
て
い
る
。『
鄭
子
家
喪
』
に
は
、
ほ
ぼ
同
文
だ
が
竹
簡
の
長
さ
や
字
體
が
異
な
る
甲
・
乙
二
種
類
の
版
本
が
あ
る
。

上
海
博
楚
簡
の
多
く
の
篇
で
は
、
圖
版
本
釋
文
の
編
聯
（
竹
簡
の
配
列
）
が
信
頼
で
き
な
い
の
だ
が
、
幸
い
に
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
に
お

い
て
は
甲
・
乙
篇
が
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
簡
の
長
さ
・
竹
簡
一
本
あ
た
り
の
字
數
が
異
な
る
た
め
、
編
聯
の
問
題
は

皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
内
容
を
簡
單
に
説
明
す
る
と
、
鄭
の
子
家
の
死
後
、
そ
の
葬
儀
を
め
ぐ
り
、
春
秋
五
覇
の
一
人
に
も
擧
げ
ら

れ
る
有
名
な
楚
の
莊
王
が
鄭
國
を
攻
撃
し
、
そ
れ
に
對
し
て
晉
國
が
救
援
の
た
め
に
出
兵
し
た
が
、
楚
國
も
出
兵
し
て
こ
れ
を
撃
破
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
關
係
あ
り
そ
う
な
記
事
が
『
左
傳
』・『
史
記
』
に
み
ら
れ
、
ま
た
鬼
神
へ
の
言
及
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
墨
子
』

と
の
關
係
が
早
く
も
圖
版
本
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
に
は
傳
世
文
獻
に
は
み
ら
れ
な
い
記
事
が
含
ま
れ
、
思
想
史

的
な
價
値
に
と
ど
ま
ら
ず
、
春
秋
戰
國
時
代
の
史
料
と
し
て
も
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　
『
鄭
子
家
喪
』
に
關
す
る
論
考
は
二
〇
〇
八
年
末
の
圖
版
本
出
版
直
後
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
簡
牘
研
究
關
連
サ
イ
ト
を
中
心

と
し
て
矢
繼
ぎ
早
に
發
表
さ
れ
た（
４
）。

本
稿
執
筆
時
點
で
は
専
論
が
約
三
〇
本
に
達
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
研
究
發
表
の
波
は
ひ
と
ま
ず
落

ち
着
い
た
觀
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
今
が
『
鄭
子
家
喪
』
に
關
す
る
研
究
を
振
り
返
っ
て
整
理
す
る
に
よ
い
時
期
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
先
行
研
究
の
助
け
を
借
り
つ
つ
『
鄭
子
家
喪
』
の
釋
文
を
作
成
す
る
と
共
に
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
關
す
る
基
礎
的
な
檢
討
を

行
っ
て
い
き
た
い
。



上
海
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
譯
注

― 3 ―

注（
1
）
馬
承
源
「
前
言
：
戰
國
楚
竹
書
的
發
現
保
護
和
整
理
」（
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
』（
一
）、
上
海
古
籍
出
版
社
、
上
海
、

二
〇
〇
一
年
十
一
月
）。
以
下
、
馬
承
源
主
編
の
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
圖
版
本
と
稱
す
る
。

（
2
）
拙
稿
「
湖
南
大
學
嶽
麓
書
院
秦
簡
を
拝
見
し
て
」（『
出
土
文
獻
と
秦
楚
文
化
』
四
、
東
京
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
そ
こ
で
は
、
研
究
機
關
が
骨

董
市
場
で
こ
の
種
の
出
土
史
料
を
買
い
戻
す
の
は
、
本
物
が
散
逸
し
た
場
合
の
不
利
益
を
考
慮
す
れ
ば
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
史

料
に
つ
い
て
の
黨
派
的
な
眞
僞
論
爭
は
避
け
、
眞
僞
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
愼
重
か
つ
地
道
に
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
表
明

し
た
。

（
3
）
日
本
語
で
『
鄭
子
家
喪
』
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
は
、
金
城
竹
村
二
〇
〇
九
が
あ
る
。

（
4
）
ネ
ッ
ト
上
の
論
文
に
よ
っ
て
は
、
掲
載
後
に
コ
メ
ン
ト
が
大
量
に
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
論
文
に
續
い
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
種
の
も
の
の
學
術
上
の
扱
い
は
な
か
な
か
難
し
い
場
合
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
學
術
論
文
の
形
式
を
と
ら
な
い
見
解
群
を
正

式
な
先
行
研
究
と
は
見
做
さ
ず
、
引
用
も
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

竹
簡
形
制
一
覧

簡
號

字
數

全
長

契
口
數

頭
～
１

１
～
２

２
～
末

備
考

甲
１

34

33.2
㎝

２

9.5
㎝

15.7
㎝

8.0
㎝

完
簡
。

甲
２

33

33.2
㎝

２

9.5
㎝

15.6
㎝

8.1
㎝

完
簡
。

甲
３

36

33.1
㎝

２

9.5
㎝

15.6
㎝

8.0
㎝

完
簡
。
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甲
４

33

33.2
㎝

２

9.5
㎝

15.6
㎝

8.1
㎝

完
簡
。

甲
５

33

33.2
㎝

２

9.5
㎝

15.5
㎝

8.2
㎝

完
簡
。

甲
６

32

33.1
㎝

２

9.5
㎝

15.4
㎝

8.2
㎝

完
簡
。

甲
７

31

33.2
㎝

２

9.5
㎝

15.5
㎝

8.2
㎝

完
簡
。

乙
１

30

47.4
㎝

２

13.0
㎝

22.5
㎝

11.9
㎝

上
端
缺
損
有
り
。
下
端
平
頭
。

乙
２

34

46.7
㎝

２

13.6
㎝

21.8
㎝

11.3
㎝

上
端
平
頭
。
下
端
缺
損
有
り
。

乙
３

32

44.0
㎝

２

12.9
㎝

23.0
㎝

8.1
㎝

上
・
下
端
缺
損
有
り
。

乙
４

24

34.0
㎝

２

13.6
㎝

20.4
㎝

0.0
㎝

上
・
下
端
缺
損
有
り
。

乙
５

30

47.5
㎝

２

13.5
㎝

22.8
㎝

11.2
㎝

完
簡
。

乙
６

33

45.4
㎝

２

13.6
㎝

22.8
㎝

9.0
㎝

上
端
少
し
缺
損
有
り
。
下
端
缺
損
有
り
。

乙
７

28

46.8
㎝

２

13.6
㎝

22.8
㎝

10.4
㎝

斷
絶
有
り
。
上
段
33.3
㎝
、
下
段
13.5
㎝
。

※ 

「
字
數
」
は
墨
塊
・
殘
缺
字
を
含
ま
な
い
。
合
文
は
一
字
と
數
え
る
。「
頭
〜
1
」・「
1
〜
2
」・「
2
〜
末
」
は
契
口
番
號
と
そ
の
距

離
を
示
す
。



上
海
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
譯
注

― 5 ―

﹇
釋
文
﹈【
一
】

甲
本

　

奠
子

喪
【
二
】、

【
三
】
人

告
。

王

而
與
之
言
曰
、
奠
子

殺

君
。
不

日
欲

告

、

邦
之

【
四
】〔
以
上
、
第

一
號
簡
〕、

急
【
五
】。
於
含
而
【
六
】

楚
邦
囟
爲
者
矦
【
七
】
正
。
含
奠
子

殺
亓
君
、

保
【
八
】
亓

【
九
】
炎
【
一
〇
】、

【
一
一
】
内

。
女
上
帝

〔
以
上
、
第
二
號
簡
〕
神

爲

、

可

。
售
【
一
二
】
邦
之

、

必
爲
帀
。
乃

帀
回
奠
三
月
。

奠
人
青
【
一
三
】
亓
古
。
王
命

之
曰
、
奠
子
〔
以
上
、
第
三
號
簡
〕

【
一
四
】

天
下
之
豊
、
弗
愄
〈
思
〉
【
一
五
】

神
之
不

恙
【
一
六
】、

惻
【
一
七
】
亓
君
。
余
【
一
八
】

必
囟
子

、
毋

城

【
一
九
】
立
於
上
、
而
烕
【
二
〇
】〔
以
上
、
第
四
號
簡
〕

炎
【
二
一
】
於
下
。
奠
人
命

子
良
爲

【
二
二
】
命
、
思
子

利
木
三

【
二
三
】、

索

、
毋
敢
【
二
四
】
丁
【
二
五
】
門
而
出
、

【
二
六
】
之
城

〔
以
上
、
第
五
號
簡
〕。
王
許
之
。
帀
未
還
、
晉
人
渉
、

救
奠
。
王

還
。

皆
進
曰
、
君
王
之

此
帀
、

子

之
古
。
含
晉
〔
以
上
、
第
六
號
簡
〕
人

救
子

、
君
王
必
進
帀

【
二
七
】
之
、
王
安
還
軍

之
。
與
之

【
二
八
】
於
兩
棠
、

大
敗
【
二
九
】
晉
帀

（
焉
）【
三
〇
】
【
三
一
】〔
以
上
、
第
七
號
簡
〕。

乙
本

　
﹇
奠
（
鄭
）﹈
子

（
家
）
喪
、

（
邊
）
人

（
來
）
告
。

（
莊
）
王

（
就
）

（
大
夫
）
而
与
之
言
曰
、
奠
（
鄭
）
子

（
家
）

殺
亓
（
其
）
君
。
不

（
穀
）
日
欲

（
以
）
告

（
大
夫
）、

（
以
）〔
以
上
、
第
一
號
簡
〕
邦
之

（
病
）、

（
以
）
急
。
於
含

（
今
）
而

（
後
）
楚
邦
囟
（
應
）
爲
者
（
諸
）
矦
（
侯
）
正
。﹇
含
（
今
）﹈
奠
（
鄭
）
子

（
家
）
殺
亓
（
其
）
君
、

（
將
）
保
亓
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（
其
）

（
恭
）
炎
（
嚴
）、

（
以
）
及
〈
沒
〉
内
（
入
）

（
地
）。
女
（
汝
）
上
帝
﹇

（
鬼
）﹈〔
以
上
、
第
二
號
簡
〕﹇
神
﹈

（
以
）
爲

（
怒
）、

（
吾
）

（
將
）
可
（
何
）

（
以
）

（
答
）。
售
（
雖
）
邦
之

（
病
）、

（
將
）
必
爲
帀
（
師
）。
乃

（
起
）
帀
（
師
）
回
（
圍
）
奠
（
鄭
）
三
月
。
奠
（
鄭
）
人
情
（
請
）
亓
（
其
）
古
（
故
）。
王
命

（
答
）
之
﹇
曰
、
奠
（
鄭
）﹈〔
以

上
、
第
三
號
簡
〕﹇
子
﹈

（
家
）

（
顚
）

（
覆
）
天
下
之
豊
（
禮
）、
弗
思
【
三
二
】

（
鬼
）
神
之
不
恙
（
祥
）、

（
戕
）
惻

（
賊
）
亓
（
其
）
君
。
我

（
將
）
必
囟
（
思
）
子

（
家
）、﹇
毋

（
以
）
城
（
盛
）

（
名
）
立
（
位
）
於
上
、
而
烕
炎
（
嚴
）
於
﹈

〔
以
上
、
第
四
號
簡
〕
下
。
奠
（
鄭
）
人
命

（
以
）
子
良
爲

（
執
）
命
、
囟
（
思
）
子

（
家
）
利
（
梨
、
割
）
木
三

（
寸
）、

（
疏
）
索

（
以
）

（
紘
）、
毋
敢
丁
（
當
、
經
）
門
而
出
、

（
掩
）
之
城
〔
以
上
、
第
五
號
簡
〕

（
基
）。
王
許
之
。
帀
（
師
）

未
還
、
晉
人
渉
、

（
將
）
救
奠
（
鄭
）。
王

（
將
）
還
。

（
大
夫
）
皆
進
曰
、
君
王
之

（
起
）
此
帀
（
師
）、

（
以
）
子

（
家
）
之
古
（
故
）。
含
（
今
）
晉
﹇
人
﹈〔
以
上
、
第
六
號
簡
〕﹇

（
將
）
救
﹈
子

（
家
）、
君
王
必
進
帀
（
師
）

（
以
）

（
起
）

之
、
王
安
（
乃
）
還
軍

（
以
）

（
起
）
之
。
與
之

（
戰
）
於
兩
棠
、
大
敗
晉
帀
（
師
）

（
焉
）〔
以
上
、
第
七
號
簡
〕。

﹇
訓
讀
﹈

甲
本

　

奠
（
鄭
）
の
子

（
家
）
喪
（
亡
）【
三
三
】
し
、

（
邊
）【
三
四
】
人

（
來
）
り
告
ぐ
。

（
莊
）
王

（
大
夫
）
に

（
就
）

【
三
五
】
き
て
之
と
與
に
言
い
て
曰
く
、「
奠
（
鄭
）
の
子

（
家
）、

（
其
）
の
君
を
殺
す
。
不

（
穀
）、
日
（
ひ
び
）【
三
六
】
に

（
以
）
て

（
大
夫
）
に
告
げ
、

（
以
）
て
邦
の

（
病
）【
三
七
】
と
し
〔
以
上
、
第
一
號
簡
〕、

（
以
）
て
急
な
ら
ん
と
欲
す
。
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含
（
今
）
に
於
い
て
而
る

（
後
）【
三
八
】
に
楚
邦
を
し
て
者
（
諸
）
矦
（
侯
）
の
正
【
三
九
】
を
爲
さ

（
思
）【
四
〇
】
め
ん
。
含

（
今
）、
奠
（
鄭
）
の
子

（
家
）、
亓
（
其
）
の
君
を
殺
し
、

（
將
）
に
亓
（
其
）
の

（
恭
）
炎
（
嚴
）【
四
一
】
を
保
ち
、

（
以
）

て

（
地
）
に

（
沒
）
内
（
入
）
せ
ん
と
す
。
女
（
如
）【
四
二
】
し
上
帝

（
鬼
）〔
以
上
、
第
二
號
簡
〕
神

（
以
）
て

（
怒
）

を
爲
さ
ば
、
（
吾
）

（
將
）
た
可
（
何
）
を

（
以
）
て

（
答
）
え
ん
。
售
（
唯
）【
四
三
】
だ
邦
の

（
病
）
の
み
は
、
（
將
）

に
必
ず
帀
（
師
）
を
爲
（
も
ち
）【
四
四
】
い
ん
と
す
。」
と
。
乃
ち
帀
（
師
）
を

（
起
）【
四
五
】
し
奠
（
鄭
）
を
回
（
圍
）【
四
六
】

む
こ
と
三
月
。
奠
（
鄭
）
人
亓
（
其
）
の
古
（
故
）
を
青
（
請
）【
四
七
】
う
。
王
、
之
に
命
（
つ
）
げ

（
答
）
え
て
曰
く
、「
奠
（
鄭
）

の
子
〔
以
上
、
第
三
號
簡
〕

（
家
）、
天
下
の
豊
（
禮
）
を

（
顚
）

（
覆
）【
四
八
】
し
、

（
鬼
）
神
の
不
恙
（
祥
）【
四
九
】

を
思
わ
ず
、
亓
（
其
）
の
君
を

（
戕
）
惻
（
賊
）【
五
〇
】
す
。
余

（
將
）
に
必
ず
子

（
家
）
を
し
て
、
城
（
盛
）

（
名
）

【
五
一
】
を

（
以
）
て
上
に
立
（
位
）
す
る
毋
く
、
而
し
て
下
に
炎
（
嚴
）【
五
二
】
を
烕
〔
以
上
、
第
四
號
簡
〕
さ

（
思
）【
五
三
】

め
ん
と
す
。」
と
。
奠
（
鄭
）
人
、
命
ず
る
に
子
良
を

（
以
）
て
命
を

（
執
）【
五
四
】
ら
爲
め
、
子

（
家
）
を
し
て
木
を
利
（
梨
、

割
）
く
こ
と
三

（
寸
）【
五
五
】、

（
疏
）
索

（
以
）
て

（
紘
）【
五
六
】
せ
思
め
、
敢
え
て
門
を
丁
（
當
、
經
）【
五
七
】
て
出

す
こ
と
毋
く
、
之
を
城

（
基
）
に

（
掩
）【
五
八
】
う
〔
以
上
、
第
五
號
簡
〕。
王
、
之
を
許
す
。
帀
（
師
）
未
だ
還
ら
ず
、
晉
人
渉

り
、

（
將
）
に
奠
（
鄭
）
を
救
わ
ん
と
す
。
王
、

（
將
）
に
還
ら
ん
と
す
。

（
大
夫
）
皆
進
み
て
曰
く
、「
君
王
の
此
の
帀
（
師
）

を

（
起
）
つ
は
、
子

（
家
）
の
古
（
故
）
を

（
以
）
て
な
り
。
含
（
今
）、
晉
〔
以
上
、
第
六
號
簡
〕
人

（
將
）
に
子

（
家
）

を
救
わ
ん
と
す
、
君
王
必
ず
帀
（
師
）
を
進
め
て

（
以
）
て
之
を

（
應
）【
五
九
】
え
よ
。」
と
。
王
、
安
（
乃
）【
六
〇
】
ち
軍
を

還
し
て

（
以
）
て
之
を

（
應
）
う
。
之
と
兩
棠
【
六
一
】
に

（
戰
）
い
、
大
い
に
晉
帀
（
師
）
を
敗
る
。
〔
以
上
、
第
七
號
簡
〕。

【
六
二
】
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﹇
現
代
語
譯
﹈

甲
本

　

鄭
の
子
家
が
亡
く
な
り
、
邊
境
守
備
の
役
人
が
や
っ
て
き
て
そ
の
こ
と
を
通
告
し
た
。（
楚
の
）
莊
王
は
大
夫
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
赴
き
、

彼
ら
と
話
し
て
い
う
よ
う
に
は
、「
鄭
の
子
家
は
自
分
の
主
君
を
殺
し
た
。
私
は
日
々
大
夫
た
ち
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
、
こ
れ
が
（
楚
）

國
の
病
で
あ
り
、
急
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
と
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
後
は
楚
國
を
諸
侯
の
覇
者
と
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
今
、
鄭

の
子
家
は
自
分
の
主
君
を
殺
し
、
そ
の
恭
し
く
嚴
か
な
格
式
を
保
ち
、
そ
の
地
に
沒
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
上
帝
鬼
神
が
お
怒
り

に
な
れ
ば
、
私
は
い
か
に
お
答
え
す
れ
ば
よ
い
の
か
。（
楚
）
國
の
病
だ
か
ら
こ
そ
、（
鄭
に
對
し
て
）
軍
を
用
い
る
の
だ
。」
と
。
そ
こ

で
軍
を
發
し
、
三
ヶ
月
間
鄭
を
包
圍
し
た
。
鄭
の
人
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
。（
莊
）
王
は
こ
れ
に
告
げ
答
え
て
い
う
よ
う
に
は
、「
鄭
の

子
家
は
天
下
の
禮
を
覆
し
、
鬼
神
の
不
吉
を
思
わ
ず
、
そ
の
主
君
を
傷
つ
け
害
し
た
。
私
は
子
家
が
名
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上

位
に
位
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
威
嚴
を
下
位
に
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」
と
。
鄭
の
人
は
子
良
に
命
令
を
出
さ
せ
、

子
家
に
棺
の
木
を
三
寸
に
割
き
、
そ
れ
を
粗
末
な
繩
で
束
ね
さ
せ
た
上
で
、
門
か
ら
出
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
子
家
の
遺
體
を
城

壁
の
下
に
埋
め
さ
せ
た
。（
莊
）
王
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。
楚
の
軍
が
撤
兵
せ
ず
に
い
る
と
、
晉
の
人
は
渡
河
し
、
鄭
を
救
援
し
よ
う
と

し
た
。（
莊
）
王
は
撤
退
し
よ
う
と
し
た
。
大
夫
た
ち
は
み
な
進
み
出
て
、「
君
王
た
る
あ
な
た
様
が
こ
の
軍
を
發
し
た
の
は
、
子
家
の
こ

と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
今
、
晉
の
人
は
子
家
を
救
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
あ
な
た
様
は
軍
を
進
め
て
こ
れ
を
迎
撃
し
て
下
さ
い
。」

と
。
そ
こ
で
（
莊
）
王
は
軍
を
引
き
返
し
て
晉
軍
を
迎
撃
し
た
。
そ
の
晉
軍
と
兩
棠
で
戰
い
、
大
い
に
こ
れ
を
撃
破
し
た
。
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﹇
參
考
﹈

　
『
左
傳
』
宣
公
四
年

　
　

夏
、
六
月
乙
酉
、
鄭
公
子
歸
生
弑
其
君
夷
。

　
　

楚
人
獻
黿
於
鄭
靈
公
。
公
子
宋
與
子
家
將
見
。
子
公
之
食
指
動
、
以
示
子
家
曰
、
他
日
我
如
此
、
必
嘗
異
味
。
及
入
、
宰
夫
將
解

黿
、
相
視
而
笑
。
公
問
之
、
子
家
以
告
。
及
食
大
夫
黿
、
召
子
公
而
弗
與
也
。
子
公
怒
、
染
指
於
鼎
、
嘗
之
而
出
。
公
怒
、
欲
殺
子

公
。
子
公
與
子
家
謀
先
。
子
家
曰
、
畜
老
猶
憚
殺
之
、
而
況
君
乎
。
反
譖
子
家
。
子
家
懼
而
從
之
。
夏
、
弑
靈
公
。
書
曰
、
鄭
公
子

歸
生
弑
其
君
夷
。
權
不
足
也
。
君
子
曰
、
仁
而
不
武
、
以
無
能
達
也
。
凡
弑
君
、
稱
君
、
君
無
道
也
。
稱
臣
、
臣
之
罪
也
。
鄭
人
立

子
良
。
辭
曰
、
以
賢
則
去
疾
不
足
。
以
順
則
公
子
堅
長
。
乃
立
襄
公
。
襄
公
將
去
穆
氏
而
舍
子
良
。
子
良
不
可
曰
、
穆
氏
宜
存
、
則

固
願
也
。
若
將
亡
之
、
則
亦
皆
亡
、
去
疾
何
爲
。
乃
舍
之
、
皆
爲
大
夫
。

　
　

夏
、
六
月
乙
酉
、
鄭
の
公
子
歸
生
、
其
の
君
夷
を
弑
す
。

　
　

楚
人
、
黿
を
鄭
の
靈
公
に
獻
ず
。
公
子
宋
と
子
家
と
將
に
見
え
ん
と
す
。
子
公
の
食
指
動
き
、
以
て
子
家
に
示
し
て
曰
く
、「
他
日

我
此
く
の
如
く
ん
ば
、
必
ず
異
味
を
嘗
め
り
。」
と
。
入
る
に
及
び
、
宰
夫
將
に
黿
を
解
か
ん
と
し
、
相
視
て
笑
う
。
公
、
之
を
問

い
、
子
家
以
て
告
ぐ
。
大
夫
に
黿
を
食
せ
し
む
る
に
及
び
、
子
公
を
召
し
て
與
え
ざ
る
な
り
。
子
公
怒
り
、
指
を
鼎
に
染
め
、
之
を

嘗
め
て
出
づ
。
公
怒
り
、
子
公
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
子
公
と
子
家
と
先
ん
ず
る
を
謀
る
。
子
家
曰
く
、「
畜
の
老
い
た
る
す
ら
猶
お

之
を
殺
す
を
憚
る
、
而
る
を
況
ん
や
君
を
や
。」
と
。
反
て
子
家
を
譖
せ
ん
と
す
。
子
家
懼
れ
て
之
に
從
う
。
夏
、
靈
公
を
弑
す
。

書
し
て
曰
く
、「
鄭
の
公
子
歸
生
、
其
の
君
夷
を
弑
す
。」
と
は
、
權
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
君
子
曰
く
、「
仁
に
し
て
武
あ
ら
ざ
れ
ば
、
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以
て
能
く
達
す
る
無
き
な
り
。」
と
。
凡
そ
君
を
弑
す
る
、
君
を
稱
す
る
は
、
君
無
道
な
り
。
臣
を
稱
す
る
は
、
臣
の
罪
な
り
。
鄭

人
、
子
良
を
立
て
ん
と
す
。
辭
し
て
曰
く
、「
賢
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
去
疾
足
ら
ず
。
順
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
公
子
堅
長
ぜ
り
。」

と
。
乃
ち
襄
公
を
立
つ
。
襄
公
將
に
穆
氏
を
去
り
て
子
良
を
舍
か
ん
と
す
。
子
良
可
か
ず
し
て
曰
く
、「
穆
氏
宜
し
く
存
す
べ
き
は
、

則
ち
固
よ
り
願
う
な
り
。
若
し
將
に
之
を
亡
さ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
亦
皆
亡
び
ん
、
去
疾
何
ぞ
爲
さ
ん
。」
と
。
乃
ち
之
を
舍
き
、

皆
大
夫
と
爲
す
。

　

同
宣
公
十
年

　
　

鄭
子
家
卒
。
鄭
人
討
幽
公
之
亂
、
斲
子
家
之
棺
、
而
逐
其
族
。
改
葬
幽
公
、
諡
之
曰
靈
。

　
　

鄭
の
子
家
卒
す
。
鄭
人
、
幽
公
の
亂
を
討
ち
、
子
家
の
棺
を
斲
り
て
、
其
の
族
を
逐
う
。
幽
公
を
改
葬
し
、
之
に
諡
し
て
靈
と
曰

う
。

　
『
史
記
』
鄭
世
家

　
　

靈
公
元
年
春
、
楚
獻
黿
於
靈
公
。
子
家
子
公
將
朝
靈
公
、
子
公
之
食
指
動
。
謂
子
家
曰
、
佗
日
指
動
、
必
食
異
物
。
及
入
見
靈
公
進

黿
羹
。
子
公
笑
曰
、
果
然
。
靈
公
問
其
笑
故
、
具
告
靈
公
。
靈
公
召
之
、
獨
弗
予
羹
。
子
公
怒
、
染
其
指
、
嘗
之
而
出
。
公
怒
、
欲

殺
子
公
。
子
公
與
子
家
謀
先
。
夏
、
弑
靈
公
。
鄭
人
欲
立
靈
公
弟
去
疾
。
去
疾
讓
曰
、
必
以
賢
、
則
去
疾
不
肖
。
必
以
順
、
則
公
子

堅
長
。
堅
者
靈
公
庶
弟
去
疾
之
兄
也
。
於
是
乃
立
子
堅
、
是
爲
襄
公
。
襄
公
立
、
將
盡
去
繆
氏
。
繆
氏
者
殺
靈
公
子
公
之
族
家
也
。

去
疾
曰
、
必
去
繆
氏
、
我
將
去
之
。
乃
止
。
皆
以
爲
大
夫
。
襄
公
元
年
、
楚
怒
鄭
受
宋
賂
縦
華
元
、
伐
鄭
。
鄭
背
楚
、
與
晉
親
。
五
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年
、
楚
復
伐
鄭
、
晉
來
救
之
。
六
年
、
子
家
卒
。
國
人
復
逐
其
族
、
以
其
弑
靈
公
也
。
七
年
、
鄭
與
晉
盟
鄢
陵
。
八
年
、
楚
莊
王
以

鄭
與
晉
盟
來
伐
、
圍
鄭
三
月
、
鄭
以
城
降
楚
。
楚
王
入
自
皇
門
、
鄭
襄
公
肉
袒
掔
羊
以
迎
曰
、
孤
不
能
事
邊
邑
、
使
君
王
懷
怒
以
及

獘
邑
、
孤
之
罪
也
。
敢
不
惟
命
是
聽
。
君
王
遷
之
江
南
、
及
以
賜
諸
侯
、
亦
惟
命
是
聽
。
若
君
王
不
忘
厲
宣
王
桓
武
公
、
哀
不
忍
絶

其
社
稷
、
錫
不
毛
之
地
、
使
復
得
改
事
君
王
、
孤
之
願
也
。
然
非
所
敢
望
也
。
敢
布
腹
心
、
惟
命
是
聽
。
莊
王
爲
卻
三
十
里
、
而
後

舍
。
楚
羣
臣
曰
、
自
郢
至
此
、
士
大
夫
亦
久
勞
矣
。
今
得
國
舍
之
、
何
如
。
莊
王
曰
、
所
爲
伐
、
伐
不
服
也
。
今
已
服
、
尚
何
求

乎
。
卒
去
。
晉
聞
楚
之
伐
鄭
、
發
兵
救
鄭
。
其
來
持
兩
端
、
故
遲
。
比
至
河
、
楚
兵
已
去
。
晉
將
率
或
欲
渡
、
或
欲
還
、
卒
渡
河
。

莊
王
聞
、
還
撃
晉
。
鄭
反
助
楚
、
大
破
晉
軍
於
河
上
。

　
　

靈
公
元
年
春
、
楚
、
黿
を
靈
公
に
獻
ず
。
子
家
・
子
公
將
に
靈
公
に
朝
せ
ん
と
し
、
子
公
の
食
指
動
く
。
子
家
に
謂
い
て
曰
く
、

「
佗
日
指
動
け
ば
、
必
ず
異
物
を
食
せ
り
。」
と
。
入
り
て
靈
公
に
見
え
る
に
及
び
黿
羹
を
進
む
。
子
公
笑
い
て
曰
く
、「
果
し
て
然

り
。」
と
。
靈
公
其
の
笑
う
故
を
問
い
、
具
に
靈
公
に
告
ぐ
。
靈
公
之
を
召
し
て
、
獨
り
羹
を
予
え
ず
。
子
公
怒
り
、
其
の
指
を
染

め
、
之
を
嘗
め
て
出
ず
。
公
怒
り
、
子
公
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
子
公
と
子
家
と
先
ん
ぜ
ん
と
謀
る
。
夏
、
靈
公
を
弑
す
。
鄭
人
靈
公

の
弟
去
疾
を
立
て
ん
と
欲
す
。
去
疾
讓
り
て
曰
く
、「
必
ず
賢
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
去
疾
不
肖
な
り
。
必
ず
順
を
以
て
す
れ
ば
、

則
ち
公
子
堅
長
ぜ
り
。」
と
。
堅
は
靈
公
の
庶
弟
、
去
疾
の
兄
な
り
。
是
に
於
い
て
乃
ち
子
堅
を
立
つ
、
是
れ
を
襄
公
と
爲
す
。
襄

公
立
ち
、
將
に
盡
く
繆
氏
を
去
ら
ん
と
す
。
繆
氏
は
靈
公
を
殺
せ
し
子
公
の
族
家
な
り
。
去
疾
曰
く
、「
必
ず
繆
氏
を
去
ら
ん
と
せ

ば
、
我
將
に
之
を
去
ら
ん
と
す
。」
と
。
乃
ち
止
む
。
皆
以
て
大
夫
と
爲
す
。
襄
公
元
年
、
楚
、
鄭
の
宋
の
賂
を
受
け
て
華
元
を
縦

す
を
怒
り
、
鄭
を
伐
つ
。
鄭
、
楚
に
背
き
、
晉
と
親
し
む
。
五
年
、
楚
復
た
鄭
を
伐
ち
、
晉
來
り
て
之
を
救
う
。
六
年
、
子
家
卒

す
。
國
人
復
た
其
の
族
を
逐
う
は
、
其
の
靈
公
を
弑
す
る
を
以
て
な
り
。
七
年
、
鄭
と
晉
と
鄢
陵
に
盟
す
。
八
年
、
楚
の
莊
王
、
鄭
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と
晉
と
盟
す
る
を
以
て
來
伐
し
、
鄭
を
圍
む
こ
と
三
月
、
鄭
、
城
を
以
て
楚
に
降
る
。
楚
王
、
皇
門
自
り
入
り
、
鄭
の
襄
公
、
肉
袒

掔
羊
し
以
て
迎
え
て
曰
く
、「
孤
、
邊
邑
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
、
君
王
を
し
て
怒
り
を
懷
き
以
て
獘
邑
に
及
ば
し
む
る
は
、
孤
の

罪
な
り
。
敢
て
惟
だ
命
を
是
れ
聽
か
ざ
ら
ん
や
。
君
王
之
を
江
南
に
遷
し
、
及
び
以
て
諸
侯
に
賜
う
も
、
亦
惟
だ
命
を
是
れ
聽
か

ん
。
若
し
君
王
、
厲
・
宣
王
、
桓
・
武
公
を
忘
れ
ず
、
哀
み
て
其
の
社
稷
を
絶
つ
を
忍
び
ず
、
不
毛
の
地
を
錫
い
、
復
た
改
め
て
君

王
に
事
う
る
を
得
し
め
ば
、
孤
の
願
な
り
。
然
れ
ど
も
敢
て
望
む
所
に
非
ざ
る
な
り
也
。
敢
て
腹
心
を
布
く
、
惟
だ
命
を
是
れ
聽
か

ん
。」
と
。
莊
王
爲
め
に
卻
く
こ
と
三
十
里
、
而
る
後
に
舍
す
。
楚
の
羣
臣
曰
く
、「
郢
自
り
此
に
至
り
、
士
大
夫
亦
久
し
く
勞
す
。

今
國
を
得
て
之
を
舍
つ
る
は
、
何
如
。」
と
。
莊
王
曰
く
、「
伐
つ
を
爲
す
所
は
、
服
せ
ざ
る
を
伐
つ
な
り
。
今
已
に
服
す
、
尚
お
何

を
か
求
め
ん
や
。」
と
。
卒
に
去
る
。
晉
、
楚
の
鄭
を
伐
つ
を
聞
き
、
兵
を
發
し
て
鄭
を
救
う
。
其
の
來
る
や
兩
端
を
持
す
、
故
に

遲
れ
た
り
。
河
に
至
る
比
い
、
楚
の
兵
已
に
去
る
。
晉
の
將
率
或
い
は
渡
ら
ん
と
欲
し
、
或
い
は
還
ら
ん
と
欲
し
、
卒
に
河
を
渡

る
。
莊
王
聞
き
、
還
り
て
晉
を
撃
つ
。
鄭
、
反
て
楚
を
助
け
、
大
い
に
晉
の
軍
を
河
上
に
破
る
。

注
【
一
】
甲
乙
兩
本
は
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
る
た
め
、
訓
讀
文
・
現
代
語
譯
は
甲
本
の
み
掲
げ
、
注
で
は
乙
本
が
議
論
に
な
る
場
合
に
の
み
言
及
す
る
。

釋
文
・
訓
讀
文
に
お
い
て
は
、
地
の
文
で
隷
定
字
を
掲
げ
、（
）
内
は
假
借
字
、﹇
﹈
内
は
原
簡
に
無
い
字
を
補
っ
た
こ
と
、
〈
〉
内
は
誤
寫
を
訂
正

し
た
こ
と
を
示
す
。
現
代
語
譯
で
は
（
）
内
で
意
味
を
補
っ
た
こ
と
を
示
す
。
注
釋
は
原
則
と
し
て
、
釋
文
に
は
文
字
の
隷
定
、
訓
讀
文
に
は
假
借

字
の
判
定
や
前
後
の
文
章
の
意
味
内
容
と
い
う
具
合
に
つ
け
て
い
る
。
但
し
、
説
明
の
流
れ
か
ら
、
釋
文
の
注
で
假
借
字
に
つ
い
て
も
適
宜
触
れ
る

な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
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【
二
】
上
海
博
楚
簡
だ
け
で
は
な
く
、
郭
店
楚
簡
な
ど
に
も
同
様
の
字
が
み
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
は
研
究
者
に
よ
り
、「
喪
」・「
亡
」・「

」
に
作
る

な
ど
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
喪
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

（
亡
）」
に
作
る
。
こ

の
字
の
隷
定
に
よ
っ
て
、
本
篇
の
内
容
解
釋
が
變
わ
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
。『
左
傳
』
宣
公
四
年
（
前
六
〇
五
年
）
に
鄭
の
子
公
（
公
子
宋
）・
子

家
（
公
子
歸
生
）
が
鄭
の
靈
公
を
殺
す
記
事
が
あ
り
、
六
年
後
の
同
十
年
（
前
五
九
九
年
）
に
子
家
が
没
し
、
靈
公
殺
害
か
ら
八
年
後
の
同
十
二
年

（
前
五
九
七
年
）
に
晉
・
楚
の
邲
の
戰
い
が
起
き
て
い
る
。
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
靈
公
が
殺
さ
れ
た
後
で
子
家
が
「
喪
」
を
行
う
と
こ
ろ
か
ら
話

が
始
ま
る
と
考
え
、
本
篇
末
の
「
兩
棠
」
を
「
邲
」
の
こ
と
と
し
、
本
篇
を
『
左
傳
』
宣
公
四
年
か
ら
十
二
年
の
事
件
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と

す
る
。
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
も
陳
佩
芬
説
を
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
だ
が
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、
本
篇
は
楚
の
莊
王
が
「
鄭
子
家
亡
」
を
聞

い
て
兵
を
發
し
て
鄭
を
伐
っ
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
八
年
も
經
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
陳
佩
芬
説
を
支
持
す

る
。
文
脈
か
ら
い
え
ば
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
の
説
明
が
理
に
適
っ
て
お
り
、
こ
こ
は
子
家
の
死
を
表
す
表
現
の
方
が
、
後
の
文
章
に
う
ま
く
接
續
す

る
。
そ
れ
で
も
本
文
で
莊
王
が
急
を
要
す
る
と
語
っ
て
い
る
割
に
は
、『
左
傳
』
だ
と
子
家
の
死
か
ら
楚
軍
の
出
動
ま
で
二
年
も
經
過
し
て
い
る
。

こ
の
説
話
で
は
子
家
の
死
か
ら
間
髪
を
入
れ
ず
楚
軍
が
出
動
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
説
文
解
字
』
に
「
喪
」
に
つ
い
て
、

「
亡
也
。
从
哭
亡
、
亡
亦
聲
。」
と
あ
り
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
同
じ
意
味
で
讀
む
こ
と
は
で
き
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
は
標
題
通
り
「
喪
」
に
作
っ
た
上

で
「
亡
」
と
讀
ん
で
お
く
。

【
三
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「

」
に
作
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は

『
曹
沫
之
陳
』
に
も
用
例
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
本
篇
甲
・
乙
本
の
文
字
の
右
下
部
が
譌
變
の
形
と
す
る
。
こ
こ
は
陳
偉
二
〇
〇
八
ら
に
從

う
。

【
四
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」、
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
怲
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
、
楚
簡
で
は
「
病
」
の

字
が
「
方
」
に
從
う
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
は
別
種
の
書
法
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
張
新
俊
二
〇
〇
九
は
上
旁
が
楚
文
字
の
「
丙
」
で
は
な
い
と

し
て
「

」
に
作
る
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
張
新
春
二
〇
〇
九
に
從
う
。
圖
版
を
忠
實
に
反
映
す
る
と
い
う
觀
點
か
ら
い
え
ば
復
旦
出
土
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二
〇
〇
八
・
張
新
俊
二
〇
〇
九
が
よ
い
。
た
だ
後
に
出
る
「
鬼
」
に
讀
む
字
で
は
、
下
旁
の
「
示
」
を
左
旁
に
隷
定
し
て
お
り
、
方
針
が
一
貫
し
て

い
な
い
。
文
字
の
構
成
要
素
は
同
じ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
っ
て
お
く
。

【
五
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、『
集
韻
』
で
「
急
」
に
同
じ
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
で
文
を
區
切
ら
ず
、
第
１
號
簡
末
で
區
切

る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
忣
」
に
作
り
、
こ
こ
に
句
點
を
入
れ
、「
而
後
」
で
文
を
區
切
る
。
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
は
「
及
」
と
讀
み
、
至
る
の
意

と
し
、「
於
今
」
で
文
を
區
切
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
上
旁
を
「
及
」
に
隷
定
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
「
急
」
に
作
り
、
前
の
「
日
」
に
呼

應
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
文
を
區
切
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
隷
定
と
文
の
區
切
り
は
陳
偉
二
〇
〇
八
の
ま
ま
で
、
假
借
は
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
に
從

う
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
陳
偉
二
〇
〇
九
に
從
う
が
、
文
の
區
切
り
は
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
と
同
じ
で
あ
る
。
宋
華
強
二
〇
〇
九
Ａ
は
「
以
及
於
今

而
後
」
の
よ
う
に
連
讀
し
、「
以
及
於
今
」
と
同
じ
意
と
す
る
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
六
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
而
」
に
作
る
。
侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ａ
は
本
篇
の

「
而
」・「
天
」
字
を
比
較
し
、
諸
家
の
隷
定
は
次
の
「
後
」
字
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
明
ら
か
に
「
天
」
に
作
る
べ
き
だ
と
す

る
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ａ
に
從
う
。『
史
記
』
魯
周
公
世
家
な
ど
に
「
於
今
而
後
」
の
語
が
あ
る
。
圖
版
よ
り
、
諸
家
の
隷
定

に
從
う
。

【
七
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
侯
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
こ
こ
は
陳
佩
芬
の
隷
定
で
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

ひ
と
ま
ず
字
形
の
近
い
「
矦
」
に
作
っ
て
お
く
。

【
八
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、『
集
韻
』「

、
隷
作
保
。」
な
ど
を
引
用
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
保
」
に
作

る
。
圖
版
に
よ
り
、「
保
」
に
作
る
。

【
九
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
劉
信
芳
二
〇
〇
九
は
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に

從
う
。

【
一
〇
】
諸
家
「
炎
」
に
作
る
が
、
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
、
包
山
楚
簡
二
七
〇
・
二
七
二
號
簡
の
「
靈
光
」
の
「
光
」
に
似
て
い
る
と
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し
、
乙
本
の
「
炎
」
を
誤
寫
で
は
な
い
か
と
す
る
。
諸
家
に
從
う
。

【
一
一
】
こ
の
文
字
、
乙
本
で
は
「
及
」
で
あ
る
。
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
及
」
に
作
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八

は
、
い
ず
れ
か
が
誤
り
で
あ
っ
て
、
文
脈
か
ら
甲
本
が
正
し
い
と
し
、「

（
沒
）」
に
作
る
。
そ
し
て
、
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
こ
の
前
後
を
地
下
に

入
る
こ
と
、
つ
ま
り
死
ぬ
こ
と
を
い
う
と
す
る
が
、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
こ
れ
を
否
定
し
、
埋
葬
行
爲
を
い
う
と
す
る
。
ま
た
、
陳
偉
二
〇
〇
九

は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
の
説
を
、
文
の
意
味
が
通
ら
な
い
と
し
て
否
定
す
る
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
・
劉
信
芳
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從

う
。
李
松
儒
二
〇
〇
九
は
乙
本
の
「
及
」
を
「
沒
」
の
誤
字
と
す
る
。
李
守
奎
・
曲
冰
・
孫
偉
龍
編
著
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
（
一
―
五
）

文
字
編
』（
作
家
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）
で
は
こ
の
文
字
を
「

」
に
作
る
。
こ
こ
は
説
得
力
の
あ
る
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從

う
。
な
お
『
曹
沫
之
陳
』
第
９
號
簡
に
、「
沒
」
に
假
借
す
る
用
例
が
み
え
る
。

【
一
二
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
唯
」、
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
雖
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
售
」
に
作
る
。
口
の
位
置
か
ら
「
唯
」・「
售
」
の
二
種

類
に
分
け
て
隷
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
圖
版
に
よ
り
、「
售
」
に
作
る
。

【
一
三
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
昏
」、
何
有
祖
二
〇
〇
八
は
「
青
」
字
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
乙
本
に
よ
っ
て
「
情
」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳

偉
二
〇
〇
九
は
「
青
」
に
作
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、「
青
」
に
作
る
。

【
一
四
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」、
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
顛
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、「

」
に
作
る
。

【
一
五
】
諸
家
「
愄
」
に
作
る
が
、
單
育
辰
二
〇
〇
九
が
い
う
よ
う
に
、
乙
本
は
「
思
」
に
作
る
。
李
松
儒
二
〇
〇
九
が
い
う
よ
う
に
、
甲
本
が
乙
本

を
參
照
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
は
「
愄
」
の
誤
字
と
し
て
お
く
。

【
一
六
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
恙
」
に
作
る
。
こ
こ
は
「
恙
」
に
作
っ
て
お
く
。

【
一
七
】
何
有
祖
二
〇
〇
八
は
「
測
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
諸
家
の
隷
定
に
從
う
。

【
一
八
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
、
楚
の
月
名
の
「
荊

」
等
の
二
文
字
目
を
秦
簡
で
「
夷
」
に
作

る
こ
と
か
ら
、「
夷
」
に
作
る
。『
史
記
』
鄭
世
家
に
あ
る
よ
う
に
、
鄭
の
靈
公
夷
の
個
人
名
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、
乙
本
が
「
我
」
に
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作
る
こ
と
か
ら
、
文
字
の
上
部
を
書
き
損
じ
た
も
の
と
し
て
「
余
」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
も
「
夷
」
に
作
る
が
、
こ
れ
と
「
餘
」
と
が
通
假
す

る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
余
」
と
讀
む
べ
き
か
と
述
べ
る
。
李
松
儒
二
〇
〇
九
は
上
旁
が
「
尸
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
乙
本
を
底
本
と
し
て
書
き
寫

し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、「
我
」
に
作
る
。
宋
華
強
二
〇
〇
九
Ｂ
は
李
松
儒
二
〇
〇
九
に
從
う
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
い
、
書
き
損
じ

と
し
て
「
余
」
に
作
っ
て
お
く
。

【
一
九
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
名
」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、「

」
に
作
る
。

【
二
〇
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
が
「

」
に
作
っ
て
い
る
よ
う
に
、
左
下
旁
が
「
大
」
字
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ｂ
は
文
脈
か
ら
も

「
滅
」
に
作
る
べ
き
だ
ろ
う
と
す
る
。
高
祐
仁
二
〇
〇
九
は
こ
れ
に
從
う
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
烕
」
に
作
る
。『
説
文
解
字
』
に
「
烕
、
滅

也
。
从
火
戌
。
火
死
于
戌
、
陽
氣
至
戌
而
盡
。
詩
曰
、
赫
赫
宗
周
、
褒
似
烕
之
。」
と
あ
る
。
こ
こ
は
圖
版
に
よ
り
「
烕
」
に
作
り
、
假
借
字
は
と

ら
な
い
で
お
く
。

【
二
一
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
鼎
？
」
と
す
る
。
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ｂ
「
復
」
に
作
り
、「
覆
」
と
讀
む
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
亦
」
に
從
う
字

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
高
祐
仁
二
〇
〇
九
は
「
炎
（
嚴
）」（
威
嚴
の
意
）
に
作
る
。
圖
版
を
よ
く
見
る
と
、
高
祐
仁
二
〇
〇
九
の
い
う
よ
う
に

「
炎
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
ひ
と
ま
ず
後
の
注
【
四
一
】
に
な
ら
い
、「
炎
（
嚴
）」
に
作
り
、「
嚴
」
と
讀
ん
で
お
く
。

【
二
二
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、「
執
」
と
讀
み
、「
執
命
」
で
命
令
を
執
行
す
る
意
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
執
」
に
作
り
、
こ

こ
で
文
を
區
切
っ
て
「
質
」
と
讀
み
、
こ
の
後
の
「
命
思
」
を
連
語
で
使
役
の
意
に
と
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
執
」
に
作
る
。
陳
偉

二
〇
〇
九
は
「
贄
」・「
摯
」
と
「
質
」
と
の
通
假
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
陳
偉
二
〇
〇
八
に
從
う
が
、「
命
」
を
「
盟
」

と
讀
む
。
圖
版
に
よ
り
、「

」
に
作
り
、「
執
」
と
讀
み
、
續
く
「
命
」
を
命
令
の
意
、「
思
」
を
使
役
と
し
て
解
釋
す
る
。

【
二
三
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「

」・「
旨
」
に
從
う
と
し
、「
尊
」
に
作
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
羅
小
華

二
〇
〇
八
は
陳
偉
説
に
從
い
な
が
ら
「

」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
で
は
「
尊
」
に
作
る
と
す
る
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
陳
佩
芬

二
〇
〇
八
に
從
っ
て
お
く
。
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【
二
四
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
敢
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
二
五
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
ム
」
に
作
り
、「
私
」
と
釋
す
る
。
何
有
祖
二
〇
〇
八
は
「
㔾
」
に
作
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、『
語
叢
』
三
第

四
五
號
簡
・『
容
成
氏
』
第
五
一
號
簡
・『
從
政
』
甲
本
第
一
六
號
簡
で
「
犯
」
に
讀
む
字
の
例
を
擧
げ
な
が
ら
「
丁
」
に
作
る
。
程
燕
二
〇
〇
八
は

同
じ
資
料
に
つ
い
て
、「
ム
」・「
㔾
」
と
は
明
ら
か
に
字
形
が
異
な
る
と
し
、「
夕
」
に
作
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
・
劉
信
芳
二
〇
〇
九
・
劉
雲

二
〇
〇
九
・
李
松
儒
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
二
六
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
・
劉
信
芳
二
〇
〇
九
は
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、
復
旦
出
土

二
〇
〇
八
な
ど
に
從
う
。

【
二
七
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」、
何
有
祖
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
・
楊
澤
生
二
〇
〇
九
は
「

」、
陳
偉
二
〇
〇
八

は
「
乃
」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、「

」
に
作
る
。
こ
の
字
は
何
琳
儀
二
〇
〇
四
、六
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
新
蔡
楚
簡
に
も
み
え
、
何
琳
儀
は

「
往
」・「
及
」
の
意
と
し
て
い
る
。
本
字
は
『
柬
大
王
泊
旱
』
第
一
七
號
簡
に
も
み
ら
れ
、
陳
斯
鵬
二
〇
〇
五
は
「
起
」
で
は
な
く
、
そ
の
書
き
誤

り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
何
有
祖
二
〇
〇
八
ら
に
從
う
。

【
二
八
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「

」
に
作
り
、「
戰
」
に
同
じ
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
戰
」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、

陳
佩
芬
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
二
九
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
敗
」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、「
敗
」
に
作
る
。

【
三
〇
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
安
」、
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
焉
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
乙
本
に
よ
り
「

」
に
作
る
。
圖
版
に
よ
り
、
復
旦
出
土

二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
三
一
】
本
篇
の
文
末
符
號
で
あ
る
。
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
そ
の
下
に
一
文
字
分
の
空
白
が
あ
り
、
本
文
の
終
わ
り
を
示
す
と
す
る
。

【
三
二
】
諸
家
「
愄
」
に
作
る
が
、
單
育
辰
二
〇
〇
九
は
「
思
」
に
作
る
。
李
松
儒
二
〇
〇
九
は
「
思
」
と
す
る
が
「
畏
」
の
誤
字
と
す
る
。
圖
版
に

よ
り
、
單
育
辰
二
〇
〇
九
に
從
う
。
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【
三
三
】「
喪
」
に
つ
い
て
。
注
【
二
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
亡
」
の
假
借
字
と
し
て
お
く
。

【
三
四
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
鄎
」
と
讀
ん
で
春
秋
時
代
の
息
國
の
こ
と
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は

「
邊
」
と
讀
み
、
次
の
「
人
」
と
あ
わ
せ
て
邊
境
守
備
の
人
員
の
こ
と
と
す
る
。
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
は
、
こ
の
字
が
『
鮑
叔
牙
與
隰
朋
之
諫
』
第

五
號
簡
の
「
息
」
ま
た
は
「
憂
」
に
釋
さ
れ
る
文
字
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
と
し
、
包
山
楚
簡
で
こ
の
旁
を
含
む
文
字
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
や
は

り
「
邊
」
と
讀
む
。
陳
偉
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
國
語
』
魯
語
上
に
「
晉
人
殺
厲
公
、
邊
人
以
告
。」、
韋
昭
注
「
邊
人
、
疆
場
之
司
也
。」
と
あ

る
。
こ
こ
は
陳
偉
二
〇
〇
八
ら
の
讀
み
に
從
う
。

【
三
五
】「
就
」
に
つ
い
て
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
使
役
の
用
法
に
と
り
、
大
夫
を
前
に
來
さ
せ
る
意
味
と
す
る
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
、『
平
王
問
鄭
壽
』

第
一
號
簡
「
競
平
王
就
鄭
壽
…
…
」、『
玉
篇
』「
就
、
從
也
。」
を
引
用
し
、
そ
の
「
就
」
に
使
役
の
用
法
と
す
る
説
（
引
見
す
る
の
意
、
陳
偉

二
〇
〇
九
）、
お
よ
び
訪
問
す
る
の
意
と
す
る
説
（
凡
國
棟
二
〇
〇
七
）
の
二
説
が
あ
る
が
、
後
者
が
比
較
的
よ
い
と
述
べ
る
。
巫
雪
如
二
〇
〇
九

も
後
者
を
支
持
す
る
。
宋
華
強
二
〇
〇
九
Ｃ
は
「
就
」
が
從
母
幽
部
、「
肅
」・「
宿
」
が
心
母
覺
部
で
互
い
の
聲
母
が
齒
頭
音
、
韻
部
が
對
轉
關
係

に
あ
る
と
し
、
ま
た
「
尗
」
聲
と
「
就
」
聲
、「
肅
」
聲
・「
宿
」
聲
の
字
が
そ
れ
ぞ
れ
通
假
し
、「
速
」
が
心
母
屋
部
、「
覺
」・「
屋
」
は
傍
轉
だ
か

ら
「
速
」
と
「
肅
」・「
宿
」
が
通
假
す
る
と
し
、『
儀
禮
』
公
食
大
夫
禮
「
親
戒
速
、
迎
賓
于
門
外
。」、
同
郷
飲
酒
禮
・
郷
射
禮
「
速
賓
」
の
鄭
注

「
速
、
召
也
。」
を
引
用
し
た
り
、
殷
墟
花
園
莊
東
地
卜
辭
に
貴
族
が
商
王
を
「
速
」
す
る
と
い
っ
た
用
例
が
よ
く
見
ら
れ
（
陳
劍
二
〇
〇
四
）、
春

秋
前
期
の
叔
家
父
簠
に
「
用
速
先
後
諸
兄
」、『
詩
經
』
小
雅
伐
木
篇
に
「
以
速
諸
父
」
と
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、「
速
」
と
讀
み
、
招
待
す
る
の
意

と
す
る
。
こ
こ
は
李
天
虹
二
〇
〇
九
に
從
い
、
訪
問
す
る
の
意
に
と
る
。

【
三
六
】
陳
偉
二
〇
〇
八
は
、『
左
傳
』
文
公
七
年
「
日
衞
不
睦
、
故
取
其
地
。」
杜
注
「
日
、
往
日
。」、『
國
語
』
晉
語
一
「
日
、
君
以
驪
姫
爲
夫
人
、

民
之
疾
心
固
皆
至
矣
。」
韋
昭
注
「
日
、
昔
日
也
。」
を
引
用
し
、
こ
こ
の
楚
の
莊
王
と
大
夫
の
會
話
は
、
子
家
の
亂
か
ら
時
間
が
經
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
す
る
。
張
新
俊
二
〇
〇
九
は
子
家
が
靈
公
を
殺
害
し
た
前
六
〇
五
年
は
、
楚
で
も
若
敖
氏
の
内
亂
が
起
き
て
お
り
、
本
篇
の
内
容
は
そ
れ
を
反

映
し
て
い
る
と
す
る
。
次
の
注
に
お
け
る
字
釋
が
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
『
易
』
大
畜
「
剛
健
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篤
實
輝
光
、
日
新
其
德
。」
孔
穎
達
疏
「
故
能
輝
耀
光
榮
、
日
日
増
新
其
德
。」
を
引
用
し
、
陳
偉
二
〇
〇
八
の
解
釋
を
撤
回
す
る
。
李
天
虹

二
〇
〇
九
は
、
本
篇
の
子
家
に
關
す
る
内
容
が
、『
春
秋
』
經
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
す
る
。

【
三
七
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、『
説
文
解
字
』「
怲
、
憂
也
。
从
心
丙
聲
。」、『
詩
』
小
雅
頍
弁
篇
「
憂
心
怲
怲
。」、『
玉
篇
』「
怲
、
憂
也
、
懼
也
。」

を
引
用
し
、「
憂
い
」
の
意
味
で
解
釋
し
て
い
る
。
凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
も
こ
れ
に
從
う
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉

二
〇
〇
九
・
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
、「
病
」
と
讀
む
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、
そ
の
前
の
「
以
」
を
「
甚
」
の
意
と
す
る
。『
從
政
』
甲
篇
第
八
號

簡
・『
季
康
子
問
於
孔
子
』
第
九
號
簡
で
も
圖
版
本
で
は
「
怲
」
に
假
借
さ
れ
て
い
る
（
陳
劍
二
〇
〇
六
は
「
猛
」
の
假
借
字
と
す
る
）。「
邦
」
に

つ
い
て
、
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
鄭
の
こ
と
と
す
る
が
、
陳
偉
二
〇
〇
八
は
楚
の
こ
と
と
す
る
。
張
新
俊
二
〇
〇
九
は
こ
の
字
の
上
旁
と
す
る
「
矦
」

が
匣
母
侯
部
で
、
曉
母
東
部
の
「

」
と
陰
陽
對
轉
に
あ
り
、
聲
母
が
い
ず
れ
も
喉
音
で
あ
る
と
し
て
、「

」
と
讀
み
、
禍
亂
の
意
と
し
、
前
の

「
邦
」
を
楚
國
の
こ
と
と
す
る
。
自
國
の
こ
と
を
言
う
場
合
は
、
國
名
を
つ
け
な
い
方
が
自
然
で
あ
る
。
こ
こ
は
陳
偉
二
〇
〇
八
ら
の
讀
み
が
説
得

的
で
あ
る
。

【
三
八
】
諸
家
「
後
」
と
讀
む
が
、
侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ａ
は
こ
の
前
の
字
を
「
天
」
に
隷
定
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
い
ず
れ
も
侯
部
匣
紐
に
屬
す
る

と
し
て
、
こ
こ
を
「
厚
」
と
讀
む
。
隷
定
を
諸
家
に
從
っ
た
の
で
、
こ
こ
も
同
様
に
諸
家
に
從
う
。

【
三
九
】「
正
」
に
つ
い
て
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
官
長
の
意
と
し
、
こ
こ
は
諸
侯
の
盟
主
を
擔
當
す
る
こ
と
と
す
る
。
凡
國
棟

二
〇
〇
八
Ａ
は
「
君
」・「
長
」
の
意
と
し
、『
墨
子
』
親
士
篇
「
昔
者
文
公
出
走
而
正
天
下
。」
に
關
す
る
王
念
孫
の
説
（
天
下
に
君
た
り
の
意
）
を

引
用
し
、
諸
侯
の
君
長
・
覇
者
の
意
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、「
主
宰
」
の
こ
と
と
し
、
こ
の
一
文
を
、
こ
れ
か
ら
は
楚
國
が
諸
侯
の
支

配
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
釋
す
る
。
ま
た
、
楚
の
大
夫
た
ち
は
少
な
く
と
も
六
年
前
の
鄭
の
靈
公
殺
害
を
夙
に
知
っ
て
い
た
が
、

楚
の
莊
王
は
時
機
が
未
だ
至
ら
ざ
る
こ
と
を
感
じ
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
言
い
出
さ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
す
る
。
郝
士
宏
二
〇
〇
九
は
『
爾
雅
』
釋
詁

「
正
、
長
也
。」
郭
璞
注
「
正
伯
、
皆
官
長
。」
な
ど
を
引
用
し
、「
長
」
の
意
と
す
る
。
陳
偉
ら
の
解
釋
が
妥
當
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

【
四
〇
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
こ
こ
に
限
ら
ず
「
思
」
を
「
考
え
る
」
の
意
に
と
っ
て
い
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
儼
若
思
。」
孔
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穎
達
疏
「
思
、
計
慮
也
。」
を
引
用
し
、「
司
」
に
讀
め
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
職
掌
の
意
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、
沈
培
二
〇
〇
五
を

引
用
し
、「
應
」・「
當
」
に
訓
ず
る
。
侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ａ
は
「
使
」
と
讀
む
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
斯
」（
＝
「
是
」、
こ
こ
に
）
と
讀
む
。
ま
た
、

こ
こ
は
そ
の
ま
ま
使
役
の
意
味
で
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
は
文
脈
か
ら
使
役
の
意
味
で
讀
ん
で
お
く
。（
上
海
博
楚
簡
研
究
會
に
お
け
る
大
西

克
也
氏
・
曹
峰
氏
の
意
見
を
參
考
に
し
た
。）

【
四
一
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
下
の
「
炎
」
と
合
わ
せ
て
「

悷
」
と
讀
み
、
そ
の
意
味
を
『
廣
韻
』
が
「
不
調
」、『
玉
篇
』
が
「
多
惡
」
と
す
る

の
を
引
用
し
、
こ
の
前
後
の
文
章
を
、
そ
の
惡
辣
な
所
行
を
保
ち
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
意
味
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
寵

光
」
と
讀
み
、『
左
傳
』
昭
公
十
二
年
「
必
亡
。
宴
語
之
不
懷
、
寵
光
之
不
宣
、
令
德
之
不
知
、
同
福
之
不
受
、
將
何
以
在
。」
を
引
用
す
る
。
復
旦

出
土
二
〇
〇
八
は
、
こ
れ
を
意
味
が
迂
遠
で
あ
り
、
全
然
先
秦
時
代
の
口
語
ら
し
く
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
文
脈
か
ら
子
家
の
埋
葬
に
關
す
る
こ
と

と
考
え
、「
龏
」・「
恭
」
が
假
借
し
、「
炎
」
が
云
母
談
部
、「
嚴
」
が
疑
母
談
部
に
屬
す
る
こ
と
か
ら
通
假
し
得
る
と
し
、「
恭
嚴
」
と
讀
む
。
こ
れ

に
加
え
て
、
馬
王
堆
帛
書
『
老
子
』
乙
本
「
銛

爲
上
」
の
前
二
字
を
通
行
本
が
「
恬
淡
」・「
恬
憺
」、
同
『
老
子
』
甲
本
が
「
銛

」、
郭
店
楚
簡

『
老
子
』
が
「

」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
清
浄
安
寧
の
意
と
し
て
「
恬
淡
」
と
讀
む
可
能
性
も
述
べ
る
。
た
だ
傳
世
文
獻
の
用
例
が
、『
文
子
』
道

德
篇
や
『
東
觀
漢
記
』
沛
獻
王
輔
傳
と
い
っ
た
新
し
い
も
の
し
か
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ｂ
は
「
寵
（
榮
光
の
意
）
炎
（
權

勢
の
意
）」
と
讀
み
、「
炎
」
は
『
宋
史
』
李
垂
傳
「
趨
炎
附
熱
」・「
趨
炎
附
勢
」
の
「
炎
」
の
よ
う
な
意
味
と
す
る
。
用
例
が
新
し
過
ぎ
る
の
が
難

點
か
。
劉
信
芳
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
九
に
從
い
、「
恭
嚴
」
と
讀
み
、『
説
文
解
字
』「
恭
、
肅
也
。」、『
國
語
』
楚
語
上
「
若
先
君
善
則
請

爲
恭
。」、『
説
文
解
字
』「
炎
、
火
光
上
也
。」
段
注
引
洪
範
「
火
曰
炎
上
。」、『
詩
』
大
田
「
秉
彼
炎
火
。」
傳
「
盛
陽
也
。」
な
ど
を
引
用
し
、
こ
れ

は
榮
光
あ
る
諡
號
で
あ
り
、
よ
い
名
譽
程
度
に
理
解
し
て
お
く
の
が
よ
い
と
述
べ
る
。
文
脈
か
ら
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
の
假
借
に
從
う
。

【
四
二
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
汝
」、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
如
」
の
假
借
字
と
す
る
。
文
脈
よ
り
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
四
三
】「
售
」
に
つ
い
て
。
諸
家
、「
雖
」
と
讀
む
が
、
文
意
が
通
じ
に
く
い
。
文
脈
か
ら
「
唯
」
が
適
当
か
。『
左
傳
』
な
ど
に
は
理
由
を
示
す
「
唯
」

の
用
例
が
み
ら
れ
る
（
上
海
博
楚
簡
研
究
會
に
お
け
る
大
西
克
也
氏
の
意
見
）。
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【
四
四
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、『
經
傳
釋
詞
』「
爲
、
猶
用
也
、
用
兵
也
。」
を
引
用
し
、「
も
ち
い
る
」
と
讀
む
。

【
四
五
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、『
左
傳
』
昭
公
二
十
六
年
「
王
起
師
于
滑
。」、
杜
預
注
「
起
、
發
也
。」
を
引
用
し
、
兵
を
發
す
る
意
と
す
る
。

【
四
六
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
こ
こ
の
事
を
『
史
記
』
楚
世
家
「
十
七
年
春
、
楚
莊
王
圍
鄭
、
三
月
克
之
。」
の
前
五
九
七
年
の
記
事
と
同
一
と
す

る
。
郝
士
宏
二
〇
〇
九
は
「
三
月
」
の
前
で
文
を
區
切
り
、
こ
れ
を
月
名
と
す
る
。

【
四
七
】
陳
佩
芬
は
「
問
」、
何
有
祖
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
請
」
と
讀
む
。
何
有
祖
二
〇
〇
八
ら
に
從
う
。

【
四
八
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
そ
の
下
と
合
わ
せ
て
「
顚
覆
」
と
讀
み
、『
尚
書
』
胤
正
「
惟
時
羲
和
、
顚
覆
厥
德
。」、
孔
安
國
傳
「
顚
覆
言
反
倒
。」、

『
孟
子
』
萬
章
上
篇
「
太
甲
顚
覆
湯
之
典
刑
。」
を
引
用
し
、
傾
き
衰
え
る
意
味
と
す
る
。
ま
た
そ
の
後
の
「
天
下
之
豊
」
に
つ
い
て
、『
孟
子
』
離

婁
上
篇
「
皆
曰
天
下
國
家
。」、
趙
岐
注
「
天
下
謂
天
子
之
所
主
。」、『
左
傳
』
昭
公
二
十
五
年
「
子
産
曰
、
夫
禮
、
天
之
經
也
、
地
之
義
也
、
民
之

行
也
。」
を
引
用
す
る
。

【
四
九
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
祥
」
の
假
借
字
と
す
る
。

【
五
〇
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
戕
折
」
と
讀
み
、
戕
害
・
傷
害
の
意
と
す
る
。
何
有
祖
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
八
・
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉

二
〇
〇
九
は
「
戕
賊
」
と
讀
む
。
何
有
祖
ら
が
い
う
よ
う
に
、『
孟
子
』
告
子
上
篇
「
如
將
戕
賊
杞
柳
而
以
爲
桮
棬
，
則
亦
將
戕
賊
人
以
爲
仁
義
與
。」

趙
岐
注
「
戕
猶
殘
也
。」
と
あ
る
。
何
有
祖
二
〇
〇
八
ら
に
從
う
。

【
五
一
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
成
名
」
と
讀
み
、
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
こ
こ
が
動
賓
構
造
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
「
盛
名
」
と
讀
む
。
陳
偉

二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
ら
に
從
う
。

【
五
二
】「
炎
」
に
つ
い
て
。
注
【
二
一
】
に
よ
り
、「
嚴
」
の
假
借
字
と
す
る
。

【
五
三
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
、
や
は
り
「
思
」
を
「
考
え
る
」
の
意
に
と
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
・
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
使
」
と
讀
む
。
文
脈
か

ら
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
五
四
】「

」
に
つ
い
て
。
注
【
二
二
】
に
よ
り
、「
執
」
の
假
借
字
と
す
る
。
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【
五
五
】
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
利
」
を
「
梨
」、「
尊
」
を
「
寸
」
と
讀
む
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
利
」
を
「
梨
」
と
讀
む
。

ま
た
「

」
を
「
旨
」
に
从
う
「

」
の
聲
と
し
、
信
陽
長
臺
關
楚
簡
の
遣
策
に
「
寸
」
を
こ
の
字
に
作
る
例
が
あ
る
の
を
引
用
し
、「
寸
」
と
讀

む
。
沈
培
二
〇
〇
三
が
こ
の
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
一
文
は
「
梨
木
三
寸
」
と
讀
む
こ
と
に
な
る
が
、
復
旦
出
土

二
〇
〇
八
は
『
禮
記
』
檀
弓
篇
「
夫
子
制
于
中
都
、
四
寸
之
棺
、
五
寸
之
槨
。」、『
左
傳
』
哀
公
二
年
「
桐
棺
三
寸
、
不
設
屬
辟
、
下
卿
之
罰
也
。」

を
引
用
し
、
當
時
み
ら
れ
る
懲
罰
的
措
置
と
し
て
い
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
「
利
」
を
「
梨
」（
＝
割
）、
次
の
文
字
を
「
寸
」
と
讀
む
。
李
天
虹

二
〇
〇
九
は
陳
偉
二
〇
〇
九
に
從
い
、
あ
る
い
は
文
獻
に
「
利
」
と
通
假
例
の
よ
く
見
ら
れ
る
「
離
」
の
假
借
字
で
は
な
い
か
と
す
る
。
こ
こ
は
陳

偉
二
〇
〇
九
に
從
っ
て
讀
ん
で
お
く
。

【
五
六
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
疏
索
以
供
」
と
讀
む
。「

」
に
つ
い
て
『
玉
篇
』
に
「
亦
疏
字
。」
と
あ
る
の
を
引
用
し
、「
疏
索
」
に
つ
い
て
『
詩
』

大
雅
召
旻
「
彼
疏
斯
粺
」、
鄭
箋
「
疏
、
麤
也
。」
を
引
用
し
、
極
め
て
少
な
い
意
味
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
縃
索
」
と
讀
み
、
子
家
を
家
に

禁
錮
す
る
措
置
を
指
す
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
疏
索
」
と
讀
み
、
粗
末
な
棺
を
束
ね
る
繩
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「

」
を
「
紘
」

と
讀
み
、「
共
」
は
見
母
東
部
、「
紘
」
は
匣
母
蒸
部
で
、
音
が
近
く
通
假
し
、「
束
」
の
意
と
す
る
。
そ
し
て
『
廣
雅
』「
紘
、
束
也
。」
に
つ
い
て
、

王
念
孫
『
廣
雅
疏
證
』「
考
工
記
輸
人
、
良
蓋
弗
冒
弗
紘
、
是
凡
言
紘
者
、
皆
系
束
之
義
。」
な
ど
を
引
用
し
、
み
な
動
詞
「
束
」
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
ま
た
、『
左
傳
』
宣
公
十
年
の
子
家
卒
の
記
事
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
關
連
す
る
事
件
か
、
異
な
る
版
本
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
。
同

宣
公
十
二
年
の
楚
莊
王
が
鄭
を
三
ヶ
月
間
圍
み
、「
鄭
伯
肉
袒
牽
羊
以
逆
」
と
あ
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
本
篇
と
状
況
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

陳
偉
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
っ
て
お
く
。

【
五
七
】
何
有
祖
二
〇
〇
八
は
「
犯
」
と
讀
み
、
こ
の
一
文
を
城
門
を
こ
じ
開
け
る
意
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
「
丁
」
に
隷
定
し
た
も
の
を

「
當
」
と
讀
む
。
程
燕
二
〇
〇
八
は
「
夕
」
が
邪
紐
鐸
部
、「
藉
」
が
从
紐
鐸
部
で
音
が
近
く
通
假
し
得
る
と
し
て
「
藉
」
と
讀
み
、
こ
の
一
文
を
門

を
踏
ん
で
出
て
い
く
な
の
意
と
す
る
。
郝
士
宏
二
〇
〇
九
は
「
丁
」
が
端
紐
耕
部
、「
正
」
が
照
三
耕
部
で
音
が
極
め
て
近
い
と
し
、「
正
」
と
讀
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み
、「
丁
門
」
を
「
正
門
」
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。
李
天
虹
二
〇
〇
九
は
『
爾
雅
』
釋
詁
「
丁
、
當
也
。」、『
詩
』

大
雅
雲
漢
「
寧
丁
我
躬
。」
毛
傳
「
丁
、
當
也
。」
を
引
用
し
、「
丁
」
を
「
當
」
と
讀
む
の
が
よ
い
と
す
る
。
劉
信
芳
二
〇
〇
九
は
假
借
を
復
旦
出

土
二
〇
〇
八
に
從
う
が
、
こ
の
門
は
廟
門
か
殯
宮
門
で
あ
り
、『
禮
記
』
檀
弓
上
「
及
葬
、
毀
宗
躐
行
、
出
于
大
門
、
殷
道
也
。
學
者
行
之
。」
注

「
明
不
復
有
事
於
此
。
周
人
浴
不
掘
中
霤
，
葬
不
毀
宗
躐
行
。
毀
宗
，
毀
廟
門
之
西
而
出
，
行
神
之
位
在
廟
門
之
外
。」
孔
穎
達
疏
「
廟
門
之
西
云
廟

門
西
邊
牆
也
。」
を
引
用
し
、
周
の
禮
に
よ
る
な
ら
、
子
家
の
喪
は
本
來
「
不
毀
宗
躐
行
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
楚
の
圧
力
に
よ
り
門
を
出
る

こ
と
が
で
き
ず
、
廟
の
壁
が
毀
た
れ
、
宗
廟
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
劉
雲
二
〇
〇
九
は
劉
信
芳
二
〇
〇
九

の
『
禮
記
』
檀
弓
上
の
解
釋
が
誤
っ
て
い
る
と
い
い
、「
丁
」
は
端
母
耕
部
、「
經
」
は
見
母
耕
部
で
古
音
が
近
い
と
し
、「
經
」
と
讀
み
、
經
過
の

意
で
、
こ
の
一
文
は
門
よ
り
出
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
。
こ
こ
は
文
脈
よ
り
、
劉
雲
二
〇
〇
九
に
從
う
。

【
五
八
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
「
陷
」
と
讀
む
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
『
昭
王
毀
室
』
第
三
號
簡
の
「
埮
（
揜
／
掩
）」、
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』

金
布
律
の
「

（
掩
）」
を
引
用
し
、「
掩
」
と
讀
む
。
ま
た
「
城
基
」
に
つ
い
て
、『
水
經
注
』
河
水
「
蒲
昌
海
溢
、
盪
覆
其
國
、
城
基
尚
存
而
至

大
、
晨
發
西
門
、
暮
達
東
門
。」
を
引
用
し
、
城
壁
の
基
礎
の
意
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。
劉
信
芳
二
〇
〇
九
も

假
借
を
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
が
、
こ
こ
は
墓
葬
が
城
壁
の
基
壇
を
超
え
な
い
よ
う
制
限
す
る
意
と
し
（
實
際
、
古
代
貴
族
墓
遺
跡
の
高
さ
は

し
ば
し
ば
城
壁
の
基
壇
を
超
え
て
い
る
）、
參
考
と
し
て
『
左
傳
』
僖
公
三
十
三
年
「
文
夫
人
歛
而
葬
之
鄶
城
之
下
。」
杜
注
「
鄭
文
公
夫
人
也
。
鄶

城
、
故
鄶
國
、
在
滎
陽
密
縣
東
北
。
傳
言
穆
公
所
以
遂
有
國
。」
を
引
用
す
る
。
こ
こ
は
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
う
。

【
五
九
】
何
有
祖
二
〇
〇
八
は
「
及
」
の
意
と
す
る
。
陳
偉
二
〇
〇
八
は
「
仍
」
と
讀
み
、「
因
」・「
從
」
の
意
と
す
る
。
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
、
こ

こ
は
迎
撃
の
類
の
意
味
で
あ
り
、「
應
」
ま
た
は
「
膺
」
と
讀
む
の
で
は
な
い
か
と
し
、『
戰
國
策
』
齊
策
一
「
使
章
子
將
而
應
之
。」、
同
齊
策
二

「
夫
以
蘇
子
之
賢
、
將
而
應
弱
燕
、
燕
必
破
矣
。」、『
詩
』
魯
頌
閟
宮
「
戎
狄
是
膺
、
荊
舒
是
懲
。」、『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
「
無
父
無
君
、
是
周
公

所
膺
也
。」
趙
岐
注
「
是
周
公
所
欲
伐
撃
也
。」
を
引
用
す
る
。
孟
蓬
生
二
〇
〇
九
Ａ
は
、
基
本
的
に
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
に
從
い
な
が
ら
、『
詩
經
』

魯
頌
１
宮
の
「
膺
」
は
毛
傳
の
い
う
よ
う
な
「
當
」（
＝
應
撃
、
む
か
え
う
つ
）
で
は
な
く
、
古
代
に
お
い
て
は
「
膺
撃
」
の
意
味
に
「
應
撃
」
は
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な
く
「
撃
」（
う
つ
）
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
「
膺
」
で
は
な
く
「
應
」
と
讀
む
べ
き
だ
と
す
る
。
孟
蓬
生
二
〇
〇
九
Ｂ
は
、
音
韻
方

面
に
よ
る
王
志
平
二
〇
〇
八
を
引
用
し
な
が
ら
の
批
判
に
對
し
、
反
論
を
加
え
て
い
る
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
『
詩
』
大
雅
常
武
「
鋪
敦
淮
濆
、
仍
執

醜
虜
。」
毛
傳
「
仍
、
就
。」
孔
穎
達
疏
「
釋
詁
云
、「
仍
、
因
也
。」
因
是
就
之
義
也
。」
な
ど
を
引
用
し
て
、「
仍
」
と
讀
み
、「
因
」
の
意
と
す
る
。

楊
澤
生
二
〇
〇
九
は
「
辸
」
が
日
母
蒸
部
、「
迎
」
が
疑
母
陽
部
に
屬
し
、
聲
母
よ
り
い
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
舌
上
音
・
喉
音
で
音
が
離
れ
て
い
る
が
、

方
言
に
よ
っ
て
は
日
母
・
疑
母
は
混
じ
り
合
う
な
ど
と
し
、「
迎
」
と
讀
む
。
こ
こ
は
文
脈
か
ら
「
應
」
と
讀
ん
で
お
く
。

【
六
〇
】
復
旦
出
土
二
〇
〇
八
は
乙
本
に
從
い
、「
乃
」
と
讀
み
、
こ
の
一
文
を
楚
の
大
夫
の
會
話
文
と
し
な
い
。
陳
偉
二
〇
〇
九
は
こ
れ
に
從
う
。

【
六
一
】
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
・
葛
亮
二
〇
〇
九
は
こ
れ
を
邲
の
戰
い
と
す
る
。
し
か
し
本
篇
の
内
容
か
ら
だ
け
で
は
、
ど
う
と
も
い
い
よ
う
が
な
い
。

【
六
二
】『
鄭
子
家
喪
』
甲
本
・
乙
本
の
關
係
に
つ
い
て
。
陳
佩
芬
二
〇
〇
八
は
明
ら
か
に
書
體
が
異
な
り
、
同
一
人
の
筆
寫
で
は
な
い
と
す
る
。
李
松

儒
二
〇
〇
九
は
兩
者
の
文
字
を
比
較
し
、
そ
の
影
響
關
係
を
推
定
し
た
上
で
、
甲
本
は
乙
本
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
乙
本
は
別
の
底
本
を

も
と
に
筆
寫
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
羅
運
環
二
〇
〇
九
は
上
海
博
楚
簡
の
字
體
の
分
類
を
行
い
、
甲
本
を
「
上
博
鄭
子
家
喪
甲
體
」
と
呼
び
、
乙
本

を
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
甲
・
乙
本
・『
愼
子
曰
恭
儉
』
と
共
に
「
上
博
君
人
者
體
」
と
呼
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
を
小
グ
ル
ー
プ
と
し
、
更
に
兩
小
グ

ル
ー
プ
を
七
つ
の
大
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
「
上
博
柬
大
王
體
」
に
屬
す
る
字
體
と
す
る
。
漢
尺
で
、
甲
本
は
お
よ
そ
一
尺
四
寸
、
乙
本
は
お
よ
そ
二
尺

で
あ
る
。
一
般
に
簡
長
の
長
い
方
が
、
書
籍
の
格
が
上
に
な
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
乙
本
の
方
が
甲
本
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
が
高
い
と
い
う
の
は

理
解
で
き
る
。
甲
本
に
は
書
き
損
じ
と
し
か
思
え
な
い
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
肯
定
さ
れ
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て
―
―
『
鄭
子
家
喪
』
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
―
―

　

鄭
の
子
家
（
公
子
歸
生
）
に
關
す
る
説
話
は
、
傳
世
文
獻
で
は
『
左
傳
』・『
史
記
』
に
み
ら
れ
る
が
、『
史
記
』
で
は
楚
の
莊
王
の
出
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兵
理
由
が
鄭
・
晉
の
同
盟
に
あ
る
の
に
對
し
、『
鄭
子
家
喪
』
で
は
子
家
が
正
式
な
埋
葬
を
受
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
『
左
傳
』
で

は
子
家
に
關
す
る
説
話
の
中
心
が
、
子
家
に
よ
る
鄭
の
靈
公
殺
害
と
そ
の
後
の
鄭
の
國
内
政
治
に
あ
る
が
、『
鄭
子
家
喪
』
で
は
子
家
の

存
在
が
語
ら
れ
る
事
件
の
原
因
で
は
あ
る
も
の
の
、
記
述
の
重
點
は
楚
の
莊
王
の
會
話
と
そ
の
後
の
出
兵
な
ど
の
行
動
に
置
か
れ
て
お

り
、
楚
の
莊
王
が
諸
侯
の
覇
者
と
し
て
い
か
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
傳
世
文
獻
の
傳
え
る
説
話
と
は
、
話
の
重

心
が
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
上
帝
鬼
神
」
の
怒
り
・「
鬼
神
」
の
不
祥
を
恐
れ
る
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
圖
版
で
は
墨
家
系
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る

可
能
性
が
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
墨
子
』
で
本
篇
の
内
容
と
關
係
し
そ
う
な
と
こ
ろ
を
み
て
み
よ
う
。『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
で
は
鬼

神
が
賢
を
賞
し
、
暴
人
を
罰
す
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
あ
る
。

　
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇

　
　

子
墨
子
言
曰
、
逮
至
昔
三
代
聖
王
既
沒
、
天
下
失
義
、
諸
侯
力
正
。
是
以
存
夫
爲
人
君
臣
上
下
者
之
不
惠
忠
也
、
父
子
弟
兄
之
不
慈

孝
弟
長
貞
良
也
、
正
長
之
不
強
於
聽
治
、
賤
人
之
不
強
於
從
事
也
。
民
之
爲
淫
暴
寇
亂
盜
賊
、
以
兵
刃
毒
藥
水
火
、
退
無
罪
人
乎
道

路
率
徑
、
奪
人
車
馬
衣
裘
以
自
利
者
竝
由
此
作
、
是
以
天
下
亂
。
此
其
故
何
以
然
也
。
則
皆
以
疑
惑
鬼
神
之
有
與
無
之
別
、
不
明
乎

鬼
神
之
能
賞
賢
而
罰
暴
也
。
今
若
使
天
下
之
人
偕
信
鬼
神
之
能
賞
賢
而
罰
暴
也
、
則
夫
天
下
豈
亂
哉
。
今
執
無
鬼
者
曰
、
鬼
神
者
固

無
有
。
旦
暮
以
爲
教
誨
乎
天
下
、
疑
天
下
之
衆
、
使
天
下
之
衆
皆
疑
惑
乎
鬼
神
有
無
之
別
。
是
以
天
下
亂
。
是
故
子
墨
子
曰
、
今
天

下
之
王
公
大
人
士
君
子
、
實
將
欲
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
、
故
當
鬼
神
之
有
與
無
之
別
、
將
不
可
以
不
明
察
此
者
也
。

　
　

子
墨
子
言
い
て
曰
く
、「
昔
三
代
の
聖
王
既
に
沒
す
る
に
至
る
に
逮
び
、
天
下
義
を
失
い
、
諸
侯
力
正
す
。
是
を
以
て
夫
の
人
の
君
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臣
上
下
爲
る
者
の
惠
忠
な
ら
ず
、
父
子
弟
兄
の
慈
孝
弟
長
貞
良
な
ら
ず
、
正
長
の
治
を
聽
く
に
強
め
ず
、
賤
人
の
事
に
從
う
に
強
め

ざ
る
存
り
。
民
の
淫
暴
寇
亂
盜
賊
を
爲
し
、
兵
刃
毒
藥
水
火
を
以
て
、
罪
無
き
人
を
道
路
率
徑
に
退
（
止
）
め
、
人
の
車
馬
衣
裘
を

奪
い
以
て
自
ら
利
す
る
者
竝
び
に
此
れ
由
り
作
る
、
是
を
以
て
天
下
亂
る
。
此
れ
其
の
故
は
何
を
以
て
然
る
や
。
則
ち
皆
鬼
神
の
有

る
と
無
き
と
の
別
に
疑
惑
し
、
鬼
神
の
能
く
賢
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
今
、
若
し
天
下
の
人
を

し
て
偕
に
鬼
神
の
能
く
賢
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
を
信
ぜ
し
め
れ
ば
、
則
ち
夫
れ
天
下
豈
に
亂
れ
ん
や
。
今
無
鬼
を
執
る
者
曰
く
、

「
鬼
神
は
固
よ
り
有
る
無
し
。」
と
。
旦
暮
に
以
て
天
下
を
教
誨
し
、
天
下
の
衆
を
疑
わ
し
む
る
を
爲
し
、
天
下
の
衆
を
し
て
皆
鬼
神

有
無
の
別
を
疑
惑
せ
し
む
。
是
を
以
て
天
下
亂
る
。
是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
、
今
、
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
、
實
に
天
下
の
利
を

興
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
こ
と
を
求
め
ん
と
將
欲
さ
ば
、
故
（
則
）
ち
鬼
神
の
有
る
と
無
き
と
の
別
の
當
（
如
）
き
は
、
將
に
以

て
此
れ
を
明
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。」
と
。

　

同

　
　

是
故
子
墨
子
曰
、
嘗
若
鬼
神
之
能
賞
賢
如
罰
暴
也
、
蓋
本
施
之
國
家
、
施
之
萬
民
、
實
所
以
治
國
家
利
萬
民
之
道
也
。
是
以
吏
治
官

府
之
不
絜
廉
、
男
女
之
爲
無
別
者
、
鬼
神
見
之
。
民
之
爲
淫
暴
寇
亂
盜
賊
、
以
兵
刃
毒
藥
水
火
、
退
無
罪
人
乎
道
路
、
奪
人
車
馬
衣

裘
以
自
利
者
、
有
鬼
神
見
之
。
是
以
吏
治
官
府
、
不
敢
不
絜
廉
、
見
善
不
敢
不
賞
、
見
暴
不
敢
不
罪
。
民
之
爲
淫
暴
寇
亂
盜
賊
、
以

兵
刃
毒
藥
水
火
、
退
無
罪
人
乎
道
路
、
奪
人
車
馬
衣
裘
以
自
利
者
、
由
此
止
。
是
以
天
下
治
。
故
鬼
神
之
明
不
可
爲
幽
閒
廣
澤
山
林

深
谷
、
鬼
神
之
明
必
知
之
。
鬼
神
之
罰
不
可
爲
富
貴
衆
強
勇
力
強
武
堅
甲
利
兵
、
鬼
神
之
罰
必
勝
之
。
若
以
爲
不
然
、
昔
者
夏
王
桀

貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
上
詬
天
侮
鬼
、
下
殃
傲
天
下
之
萬
民
、
祥
上
帝
、
伐
兀
上
帝
行
。
故
於
此
乎
、
天
乃
使
湯
至
明
罰
焉
。
湯

以
車
九
兩
、
鳥
陳
鴈
行
。
湯
乘
大
贊
、
犯
遂
夏
衆
、
入
之
郊
遂
。
王
手
禽
推
哆
大
戲
。
故
昔
夏
王
桀
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
有
勇
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力
之
人
推
哆
大
戲
、
生
列
兕
虎
、
指
畫
殺
人
。
人
民
之
衆
兆
億
、
侯
盈
厥
澤
陵
。
然
不
能
以
此
圉
鬼
神
之
誅
。
此
吾
所
謂
鬼
神
之
罰

不
可
爲
富
貴
衆
強
勇
力
強
武
堅
甲
利
兵
者
此
也
。
…
…

　
　

是
の
故
に
子
墨
子
曰
く
、「
鬼
神
の
能
く
賢
を
賞
し
如
暴
を
罰
す
る
が
嘗
若
き
は
、
蓋
し
本
之
を
國
家
に
施
し
、
之
を
萬
民
に
施
し
、

實
に
國
家
を
治
め
萬
民
を
利
す
る
所
以
の
道
な
り
。」
と
。
是
を
以
て
吏
の
官
府
を
治
む
る
の
絜
廉
な
ら
ず
、
男
女
の
別
無
し
と
爲

す
者
、
鬼
神
之
を
見
る
。
民
の
淫
暴
寇
亂
盜
賊
を
爲
し
、
兵
刃
毒
藥
水
火
を
以
て
、
罪
無
き
人
を
道
路
に
退
（
止
）
め
、
人
の
車
馬

衣
裘
を
奪
い
以
て
自
ら
利
す
る
者
は
、
鬼
神
の
之
を
見
る
有
り
。
是
を
以
て
吏
の
官
府
を
治
む
る
に
、
敢
え
て
絜
廉
な
ら
ず
ん
ば
あ

ら
ず
、
善
を
見
る
に
敢
え
て
賞
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
暴
を
見
る
に
敢
え
て
罪
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
民
の
淫
暴
寇
亂
盜
賊
を
爲
し
、
兵

刃
毒
藥
水
火
を
爲
て
、
罪
無
き
人
を
道
路
に
退
（
止
）
め
、
人
の
車
馬
衣
裘
を
奪
い
以
て
自
ら
利
す
る
者
は
、
此
れ
に
由
り
て
止

む
。
是
を
以
て
天
下
治
ま
る
。
故
に
鬼
神
の
明
は
幽
閒
廣
澤
山
林
深
谷
を
爲
す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
明
は
必
ず
之
を
知
る
。
鬼
神
の

罰
は
富
貴
衆
強
・
勇
力
強
武
・
堅
甲
利
兵
を
爲
す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
罰
は
必
ず
之
に
勝
つ
。
若
し
以
て
然
ら
ず
と
爲
さ
ん
か
、
昔

者
夏
王
桀
、
貴
き
は
天
子
爲
り
、
富
は
天
下
を
有
ち
、
上
は
天
を
詬
り
鬼
を
侮
り
、
下
は
天
下
の
萬
民
殃
傲
し
、
上
帝
を
祥
り
、
上

帝
の
行
を
伐
兀
す
。
故
に
此
に
於
い
て
か
、
天
乃
ち
湯
を
し
て
明
罰
を
至
さ
し
む
。
湯
は
車
九
兩
を
以
い
、
鳥
陳
鴈
行
す
。
湯
は
大

贊
に
乘
り
、
夏
の
衆
を
犯
遂
し
、
之
が
郊
遂
に
入
る
。
王
、
推
哆
・
大
戲
を
手
禽
す
。
故
に
昔
夏
王
桀
、
貴
き
は
天
子
爲
り
、
富
は

天
下
を
有
ち
、
勇
力
の
人
、
推
哆
・
大
戲
有
り
、
兕
虎
を
生
列
（
裂
）
し
、
指
畫
し
て
人
を
殺
す
。
人
民
の
衆
き
こ
と
兆
億
、
侯
れ

厥
の
澤
陵
に
盈
つ
。
然
れ
ど
も
此
れ
を
以
て
鬼
神
の
誅
を
圉
ぐ
こ
と
能
わ
ず
。
此
れ
吾
が
所
謂
鬼
神
の
罰
は
富
貴
衆
強
・
勇
力
強

武
・
堅
甲
利
兵
者
を
爲
す
べ
か
ら
ず
と
は
此
れ
な
り
。
…
…
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右
に
引
用
し
た
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
で
は
、
鬼
神
は
賢
や
善
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
と
さ
れ
、
い
か
な
る
富
貴
や
勇
武
と
い
え
ど
も
鬼

神
の
罰
の
前
で
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
鄭
子
家
喪
』
で
は
、
鬼
神
の
怒
り
は
子
家
が
主
君
を
殺
し
た
の
に
然
る

べ
き
儀
禮
を
も
っ
て
埋
葬
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
對
し
て
下
さ
れ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
子
家
は
主
君
を
殺
し
た
の
で

あ
る
か
ら
「
暴
」
を
な
し
た
こ
と
に
な
る
が
、『
鄭
子
家
喪
』
で
は
そ
の
こ
と
が
直
接
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
子
家
が
正

式
な
埋
葬
を
受
け
る
こ
と
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
子
家
が
生
前
、
鬼
神
の
罰
を
示
す
よ
う
な
禍
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
な
く
沒
し
た

と
い
う
史
實
は
變
更
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
ろ
う
し
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
は
死
者
に
對
す
る
祭
祀
の
重
要
性
を
述
べ
る
部
分

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
の
論
點
と
は
少
し
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
種
の
因
果
應
報
的
な
鬼
神
觀
は
何

も
『
墨
子
』
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
『
左
傳
』
昭
公
二
十
年
に
は
、
齊
の
景
公
が
疥
の
病
に
か
か
っ
て
治
癒
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
祝
史

を
処
刑
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
對
す
る
晏
子
の
會
話
文
で
、

　
　

對
曰
、
若
有
德
之
君
、
外
内
不
廢
、
上
下
無
怨
、
動
無
違
事
、
其
祝
史
薦
信
、
無
愧
心
矣
。
是
以
鬼
神
用
饗
、
國
受
其
福
、
祝
史
與

焉
。
其
所
以
蕃
祉
老
壽
者
、
爲
信
君
使
也
、
其
言
忠
信
於
鬼
神
。
其
適
遇
淫
君
、
外
内
頗
邪
、
上
下
怨
疾
、
動
作
辟
違
、
從
欲
厭

私
、
高
臺
深
池
、
撞
鐘
舞
女
、
斬
刈
民
力
、
輸
掠
其
聚
、
以
成
其
違
、
不
恤
後
人
、
暴
虐
淫
從
、
肆
行
非
度
、
無
所
還
忌
、
不
思
謗

讟
、
不
憚
鬼
神
、
神
怒
民
痛
、
無
悛
於
心
。
其
祝
史
薦
信
、
是
言
罪
也
。
其
蓋
失
數
美
、
是
矯
誣
也
。
進
退
無
辭
、
則
虚
以
求
媚
。

是
以
鬼
神
不
饗
、
其
國
以
禍
之
、
祝
史
與
焉
。
所
以
夭
昏
孤
疾
者
、
爲
暴
君
使
也
、
其
言
僭
嫚
於
鬼
神
。

　
　

對
え
て
曰
く
、「
有
德
の
君
の
若
き
は
、
外
内
廢
せ
ず
、
上
下
怨
み
無
く
、
動
き
て
事
に
違
う
無
く
、
其
の
祝
史
信
を
薦
め
て
、
愧

心
無
し
。
是
を
以
て
鬼
神
用
て
饗
し
、
國
は
其
の
福
を
受
け
、
祝
史
與
る
。
其
の
蕃
祉
老
壽
な
る
所
以
の
者
は
、
信
君
の
爲
め
に
使

わ
れ
、
其
の
言
、
鬼
神
に
忠
信
な
れ
ば
な
り
。
其
の
適
た
ま
淫
君
に
遇
え
ば
、
外
内
頗
邪
、
上
下
怨
疾
し
、
動
作
辟
違
し
、
欲
を
從
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に
し
て
私
に
厭
き
、
臺
を
高
く
し
池
を
深
く
し
て
、
鐘
を
撞
き
女
を
舞
わ
し
、
民
力
を
斬
刈
し
、
其
の
聚
を
輸
掠
し
て
、
以
て
其
の

違
う
を
成
し
、
後
人
を
恤
え
ず
、
暴
虐
淫
從
に
し
て
、
肆
に
非
度
を
行
い
、
還
忌
す
る
所
無
く
、
謗
讟
を
思
わ
ず
、
鬼
神
を
憚
ら

ず
、
神
怒
り
民
痛
む
も
、
心
に
悛
む
る
無
し
。
其
の
祝
史
、
信
を
薦
め
れ
ば
、
是
れ
罪
を
言
う
な
り
。
其
れ
失
を
蓋
い
美
を
數
え
れ

ば
、
是
れ
矯
り
誣
う
る
な
り
。
進
退
に
辭
無
け
れ
ば
、
則
ち
虚
に
し
て
以
て
媚
を
求
む
。
是
を
以
て
鬼
神
饗
け
ず
、
其
の
國
以
て
之

に
禍
せ
ら
れ
、
祝
史
與
る
。
夭
昏
孤
疾
す
る
所
以
の
者
は
、
暴
君
の
爲
め
に
使
わ
れ
、
其
の
言
、
鬼
神
に
僭
嫚
な
れ
ば
な
り
。」
と
。

　

と
あ
る
。
祝
史
と
い
う
祭
祀
集
團
が
介
在
し
て
い
る
が
、
鬼
神
と
國
の
禍
福
と
の
關
係
は
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
類
似
す
る
。
し
た

が
っ
て
本
篇
の
鬼
神
觀
を
『
墨
子
』
の
み
と
特
に
關
連
づ
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
「
鬼
神
」
と
の
關
連
か
ら
、
本
篇
は
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
も
想
起
さ
せ
る
。『
鬼
神
之
明
』
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
釋
文

で
あ
る
曹
錦
炎
二
〇
〇
五
が
既
に
『
墨
子
』
の
佚
文
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
丁
四
新
二
〇
〇
七
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
西
山
尚

志
二
〇
〇
七
・
西
山
尚
志
二
〇
〇
九
注
【
４
】
は
傳
世
文
獻
と
の
綿
密
な
對
照
に
よ
り
、『
鬼
神
之
明
』
の
一
節
「
貴
爲
天
子
、
富
有
天

下
」
が
、『
墨
子
』
天
志
上
篇
・
天
志
下
篇
に
み
ら
れ
る
議
論
に
似
て
お
り
、
そ
れ
が
漢
代
以
降
失
わ
れ
た
單
純
素
朴
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ

る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
李
承
律
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
の
鬼
神
論
と
墨
家
の
世
界
觀
研
究
」（「
出
土
文
獻
と
漢
字
文
化
研
究
會
」

第
一
一
回
定
例
研
究
會
報
告
、
東
京
大
學
、
東
京
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
五
日
）
は
、
鬼
神
の
明
知
と
賞
罰
能
力
に
つ
い
て
懷
疑
的
な
立

場
が
と
ら
れ
、「
鬼
神
不
明
」
と
い
う
新
し
い
學
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、『
鄭
子
家
喪
』
に
は
そ
の
よ
う
な
懷
疑

主
義
は
み
ら
れ
な
い
。
楚
の
莊
王
が
、
鄭
を
攻
撃
す
る
口
實
の
一
つ
と
し
て
（
上
帝
）
鬼
神
の
怒
り
を
も
ち
だ
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
鄭
子
家
喪
』
は
墨
家
の
文
獻
と
ま
で
は
斷
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
本
篇
は
そ
う
い
う
墨
家
思
想
の
基
盤
と
な
る
鬼
神

に
關
す
る
思
想
の
影
響
は
受
け
て
お
り
、
戰
國
時
代
の
楚
地
域
に
は
そ
う
い
う
文
獻
が
い
く
ら
か
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
ま
で
は
い
え
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。

　

そ
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
は
楚
の
莊
王
を
稱
揚
す
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
ら
、
出
土
地
と
推
測
さ
れ
る
楚
地
域
に
と
っ
て
都
合
が
よ

い
。
た
だ
『
鄭
子
家
喪
』
が
楚
地
域
で
成
書
さ
れ
た
の
か
、
他
地
域
で
成
立
し
た
文
獻
の
中
、
都
合
の
よ
い
説
話
が
楚
地
域
で
抜
き
出
さ

れ
て
副
葬
さ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
傳
世
文
獻
を
含
め
、
こ
の
種
の
説
話
に
お
け
る
説
明
的
な
部
分
（
小
倉
芳
彦

一
九
六
三
が
『
左
傳
』
の
内
容
を
三
分
類
し
た
中
の
Ⅱ
に
近
い
）
を
、
大
し
た
批
判
的
檢
討
も
せ
ず
に
史
實
と
し
て
信
用
す
る
の
は
危
險

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
歴
史
的
な
題
材
を
も
と
に
し
た
こ
の
種
の
説
話
が
戰
國
中
期
の
各
地
に
存
在
し
、
そ
う
い
っ

た
説
話
が
『
左
傳
』・『
國
語
』・『
史
記
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
材
料
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

關
係
論
著
と
略
記
一
覧

　
　
『
鄭
子
家
喪
』
専
論

圖
版
：「『
鄭
子
家
喪
』
圖
版
」（
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
』（
七
）、
上
海
古
籍
出
版
社
、
上
海
、
二
〇
〇
八
年

十
二
月
）

陳
佩
芬
二
〇
〇
八
：
陳
佩
芬
「『
鄭
子
家
喪
』
譯
注
」（
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
』（
七
）、
上
海
古
籍
出
版
社
、
上

海
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）

何
有
祖
二
〇
〇
八
：
何
有
祖
「
上
博
七
『
鄭
子
家
喪
』
箚
記
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

陳
偉
二
〇
〇
八
：
陳
偉
「『
鄭
子
家
喪
』
初
讀
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）
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凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ａ
：
凡
國
棟
「
上
博
七
『
鄭
子
家
喪
』
校
讀
箚
記
兩
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

凡
國
棟
二
〇
〇
八
Ｂ
：
凡
國
棟
「
釋
『
鄭
子
家
喪
』
的
「
滅
覆
」」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

羅
小
華
二
〇
〇
八
：
羅
小
華
「『
鄭
子
家
喪
』・『
君
人
者
何
必
安
哉
』
選
釋
三
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

復
旦
出
土
二
〇
〇
八
：
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
研
究
生
讀
書
會
「『
上
博
七
』『
鄭
子
家
喪
』
校
讀
」（
復
旦
大
學
出

土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

程
燕
二
〇
〇
八
：
程
燕
「
上
博
七
讀
後
記
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
一
日
）

郝
士
宏
二
〇
〇
九
：
郝
士
宏
「
讀
『
鄭
子
家
喪
』
小
記
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
）

張
新
俊
二
〇
〇
九
：
張
新
俊
「『
鄭
子
家
喪
』「

」
字
試
解
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
）

一
蟲
二
〇
〇
九
：
一
蟲
「
由
『
鄭
子
家
喪
』
看
『
左
傳
』
的
一
處
注
文
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年

一
月
三
日
）

葛
亮
二
〇
〇
九
：
葛
亮
「
上
博
七
『
鄭
子
家
喪
』
補
説
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
五
日
）

侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ａ
：
侯
乃
峰
「『
上
博
（
七
）』『
鄭
子
家
喪
』「
天
後
（
厚
）
楚
邦
」
小
考
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究

中
心
、
二
〇
〇
八
年
一
月
六
日
）

孟
蓬
生
二
〇
〇
九
Ａ
：
孟
蓬
生
「「
辸
」
讀
爲
「
應
」
補
證
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
六
日
）

熊
立
章
二
〇
〇
九
：
熊
立
章
「
續
釋
「
舂
」
及
『
上
博
七
』
中
的
幾
個
字
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
九
日
）

陳
偉
二
〇
〇
九
：
陳
偉
「『
鄭
子
家
喪
』
通
釋
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
日
）

孟
蓬
生
二
〇
〇
九
Ｂ
：
孟
蓬
生
「「
辸
」
讀
爲
「
應
」
續
證
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
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日
）

李
天
虹
二
〇
〇
九
：
李
天
虹
「『
鄭
子
家
喪
』
補
釋
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
二
日
）

　
　
　

…
…
釋
文
は
基
本
的
に
陳
偉
二
〇
〇
九
に
よ
る
。

高
祐
仁
二
〇
〇
九
：
高
祐
仁
「
釋
『
鄭
子
家
喪
』
的
「
滅
嚴
」」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
四

日
）

楊
澤
生
二
〇
〇
九
：
楊
澤
生
「『
上
博
七
』
補
説
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
四
日
）

侯
乃
峰
二
〇
〇
九
Ｂ
：
侯
乃
峰
「
上
博
（
七
）
字
詞
雜
記
六
則
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月

一
六
日
）

劉
信
芳
二
〇
〇
九
：
劉
信
芳
「『
上
博
藏
（
七
）』
試
説
（
之
三
）」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
〇
九
年
一
月

一
八
日
）

單
育
辰
二
〇
〇
九
：
單
育
辰
「
佔
畢
隨
録
之
九
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
九
日
）

劉
雲
二
〇
〇
九
：
劉
雲
「
上
博
七
詞
義
五
札
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
三
月
一
七
日
）

李
松
儒
二
〇
〇
九
：
李
松
儒
「『
鄭
子
家
喪
』
甲
乙
本
字
跡
研
究
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
六
月
二
日
）

宋
華
強
二
〇
〇
九
Ａ
：
宋
華
強
「『
鄭
子
家
喪
』「
以
及
於
今
而
後
」
小
議
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
六
月
九
日
）

宋
華
強
二
〇
〇
九
Ｂ
：
宋
華
強
「『
鄭
子
家
喪
』「
滅
光
」
試
解
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
二
日
）

巫
雪
如
二
〇
〇
九
：
巫
雪
如
「
楚
簡
考
釋
中
的
相
關
語
法
問
題
試
探
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
）

金
城
竹
村
二
〇
〇
九
：
金
城
未
来
・
竹
村
渉
「『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
（
七
）』
所
收
文
獻
概
要
（
一
）」（『
中
國
研
究
集
刊
』
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四
八
、
豐
中
、
二
〇
〇
九
年
六
月
）

宋
華
強
二
〇
〇
九
Ｃ
：
宋
華
強
「『
鄭
子
家
喪
』『
平
王
問
鄭
壽
』〝
就
〞
字
試
解
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
一
日
）

羅
運
環
二
〇
〇
九
：
楚
簡
帛
字
體
分
類
研
究
（
三
）（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
八
日
）

　
　

そ
の
他
關
係
論
著

小
倉
芳
彦
一
九
六
三
：
小
倉
芳
彦
「
ぼ
く
の
左
傳
研
究
と
ア
ジ
ア
・
フ
ォ
ー
ド
問
題
」（『
歴
史
評
論
』
一
九
六
三
―
五
、
東
京
、

一
九
六
三
年
五
月
）

沈
培
二
〇
〇
三
：
沈
培
「
上
博
簡
『
緇
衣
』
篇
「

」
字
解
」（『
華
學
』
第
六
輯
、
紫
禁
城
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）

何
琳
儀
二
〇
〇
四
：
何
琳
儀
「
新
蔡
楚
簡
選
釋
」（『
安
徽
大
學
學
報
』（
哲
學
社
會
科
學
版
）
二
八
―
三
、
合
肥
、
二
〇
〇
四
年
五
月
）

陳
劍
二
〇
〇
四
：
陳
劍
「
説
花
園
莊
東
地
甲
骨
卜
辭
的
「
丁
」
―
附
：「
釋
速
」
―
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
四
―
四
、
北

京
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）

陳
斯
鵬
二
〇
〇
五
：
陳
斯
鵬
「『
柬
大
王
泊
旱
』
編
聯
補
議
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
五
年
三
月
一
〇
日
）

沈
培
二
〇
〇
五
：
沈
培
「
周
原
甲
骨
文
裏
的
「
囟
」
和
楚
墓
竹
簡
裏
的
「
囟
」
或
「
思
」」（
河
北
大
學
漢
字
研
究
中
心
編
『
漢
字
研

究
』
第
一
輯
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）

曹
錦
炎
二
〇
〇
五
：
曹
錦
炎
「
鬼
神
之
明 

融
師
有
成
氏
」（
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
』（
五
）、
上
海
古
籍
出
版
社
、

上
海
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）

陳
劍
二
〇
〇
六
：
陳
劍
「
談
談
『
上
博
』（
五
）
的
竹
簡
分
篇
・
合
與
編
聯
問
題
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
一
九
日
）



東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
五
十
七
册

― 34 ―

西
山
尚
志
二
〇
〇
七
：
西
山
尚
志
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
的
「
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
」」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
七
年
五
月

一
四
日
）

丁
四
新
二
〇
〇
七
：
丁
四
新
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
』
篇
注
釋
」（『
楚
地
簡
帛
思
想
研
究
』
三
、
湖
北
教
育
出
版
社
、
武
漢
、
二
〇
〇
七

年
六
月
）

凡
國
棟
二
〇
〇
七
：
凡
國
棟
「『
上
博
六
』
楚
平
王
逸
篇
初
讀
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
七
年
七
月
九
日
）

王
志
平
二
〇
〇
八
：
王
志
平
「「

」
字
的
讀
音
及
其
相
關
問
題
」（『
古
文
字
研
究
』
二
七
、
中
華
書
局
、
北
京
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）

西
山
尚
志
二
〇
〇
九
：
西
山
尚
志
「
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
譯
注
」（
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
研
究
會
編
『
出
土
文
獻
と
秦
楚
文

化
』
第
四
號
、
日
本
女
子
大
學
文
學
部
谷
中
信
一
研
究
室
、
東
京
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

　

簡
帛
研
究
關
連
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス

　
　

簡
帛
網
…
…http://w

w
w

.bsm
.org.cn/

　
　

簡
帛
研
究
網
…
…http://w

w
w

.jianbo.org/

　
　

復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
研
究
中
心
…
…http://w

w
w

.gw
z.fudan.edu.cn/

　

※ 　

本
稿
は
第
四
二
回
上
海
博
楚
簡
研
究
会
（
於
東
京
大
學
法
文
一
號
館
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
五
日
）
に
お
け
る
報
告
を
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
、
研
究
会
で
の
議
論
を
反
映
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
繁
雜
さ
を
避
け
る
た
め
、
重
要
と

考
え
た
も
の
を
除
き
一
々
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
出
土
文
獻
の
譯
注
は
、
通
常
こ
う
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
と
お
考
え
い
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た
だ
き
た
い
。

　
　

 　

な
お
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））「「
周
代
宗
法
制
」
の
成
立
に
關
す
る
研
究
」
に
よ
る

研
究
成
果
で
あ
る
。



 i 

上博楚简《郑子家丧》译注
──附：史料特征小考──

小　寺　　　敦

　　本文是对战国時代楚地出土文献──上博楚简《郑子家丧》所作的译注，同

时对其史料特征展开初步的考察。《郑子家丧》内容大致如下所示：郑子家死后，

围绕其葬仪引发了历史事件，春秋五霸之一、有名的楚庄王向郑国发动攻击，为

此晋国出兵救援，楚国也出兵，最终战胜了晋国。与本篇相关的记事也见于《左

传》、《史记》，因为有言及鬼神之处，所以和《墨子》的关系也被学者讨论。然

而，分析本篇所见和鬼神相关的内容，其结果是，我不认为其鬼神观只能仅仅

和《墨子》联系起来。此外，《郑子家丧》中因为有称扬楚庄王的内容，因此将

其出土地推测为楚地，看上去是不错的。但不知道《郑子家丧》究竟是楚地形成

的、还是从其他地区已形成的文献中，抽出对自己有用的部分，随葬到了楚墓之

中。虽然《郑子家丧》记载了和《左传》《史记》相同的时间、地域、人物，但

关于楚国攻击郑国的理由说明却大为不同。因此，包括传世文献在内，对这类

故事中的说明部分，不做严格的文献批判，直接当作史实相信是很危险的事。我

认为，以历史题材为前身的这类故事在战国中期各地都存在着，这些故事后来

成为《左传》、《国语》、《史记》所见故事所使用的材料。
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